
令和3年7月7曰

各府省機構・定員担当課長殿

給与担当課長殿

内閣官房内閣参事官（内閣人事局）

人事院給与局給与第二課長

財務省主計局給与共済課長

令和4年度機構・定員及び級別定数設定・改定の要求について

標記要求に当たっては、 「国家公務員の総人件費に関する基本方針」 （平成26

年フ月25日閣議決定）及び「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」

（平成26年フ月25日閣議決定）に併せ、 「令和4年度内閣の重要課題を推進

するための体制整備及び人件費予算の配分の方針」 （令和3年7月7曰内閣総

理大臣決定）に沿って、内閣の重要政策に係る取組に重点化を図るなど、適切

に御対応願いたい。

標記要求については、別添1の要求資料一覧に従い、別添2の様式等によ

り、下記期日までに提出されたい。

【要求資料①～⑭】 令和3年s月31日 （火）

【要求資料⑮～⑰】 令和3年9月30日 （木）



（別添1）

要求資料一覧※各提出先へ「○」が記入されている資料を電子媒体で提出すること。

(留意事項）

･要求資料等については真に必要な事項に限って記載することとし、要求事項の大括り化や要求理由・業

務改革の内容等が共通するものの記載の一括化を行うなど、いたずらに枚数を費やさないこと。
･要求資料は、原則として、編集可能なもの(word、 excel等）及びPDFにより統合したものの2パター
ンを提出されたい。 （要求資料①のうち、一覧表についてはwordのみ､概要説明様式については全体を
PDFにより統合(補足説明資料がある場合は概要説明様式を統合したPDFファイルとは別ファイルに編

集）されたい。また、要求資料③、④及び⑪についてはexcelのみ提出で可(PDF統合ファイルは不
要)｡）

･業務改革に関連する資料（①～⑤）については、総務省行政管理局にも提供予定。

【提出先】

内閣官房内閣人事局 担当

連絡先

(担当者名）

(電話番号） (担当のアドレス）

人事院給与局 担当
給与第二課審査班担当係連絡先

山路（2係)、小田島（3係)、諸田（4係）鈴木（1係)、
03-3581-5330

｜
｜
’

財務省主計局給与共済課

給与第一係

担当：大谷、伊藤

連絡先：■■■■■■ ｜
’

内閣人事局
人事院

給与第二課

財務省

給与共済課

様式に係る

照会先

①令和4年度機構改正要求一覧表等 ○ 内閣人事局

②定員増減要求総括表 ○ ○ 内閣人事局

③新規増員及び振替要求書 ○ ○ ○ 内閣人事局

④再任用短時間勤務職員定数要求書 ○ ○ ○ 内閣人事局

⑤定員増減要求事項別説明書 ○ ○ 内閣人事局

⑥級別定数等改定申請書 ○ ○ ○ 人事院

⑦級別定数切上げ要求理由及び就任者の状況調 ○ ○ ○ 人事院

⑧級別定数切上げ要求理由説明書(行(－)7級相当級以

上）

※重点要求について任意様式で作成したものを含む。

○ ○ ○ 人事院

⑨職名別定員配置表 ○ ○ ○ 人事院

⑩課長･準課長マス目 ○ ○ ○ 人事院

⑪俸給表別･級別･年齢別在職者数 ○ 人事院

⑫任期付職員の状況 ○ ○ 人事院

唖 )代謝見込み(退職等一覧） ○ 人事院

⑭再任用職員の採用及び退職予定人員調 ○ ○ ○ 人事院

⑮令和3年度再任用短時間勤務職員予算定数及び執行

状況調
○ ○ ○ 財務省

（ D令和4年度再任用短時間勤務職員概算要求調 ○ ○ ○ 財務省

⑰令和4年度専門スタッフ職概算要求調 ○ ○ ○ 財務省



別添2－①－1令和4年度機構改正要求一覧表様式【機構（法律・政令事項)】

１
１
管
計
所
会
Ｉ
Ｉ
○○省

[法律・政令事項］

(記載要領）

1．本表は、法律事項、政令事項以上の職の新設､改廃について記載する（充て職、時限等の条件についても記載する)。
2．セルを結合したり、一つの行に複数の要求事項を記入しないこと。
3． 「区分」欄には、法律事項は「法｣、政令事項は「政｣、省令事項（行(一)7GⅡ相当以上）は「省」 とそれぞれ記載する。
4． 「級格付等」欄には、要求する指定職の号俸格付け又は級格付け及び俸給の特別調整額の区分（新規増員及び振替要求書記載のもの）を記載する。
5． 「概要」欄には要求事項に関する概要を記載する。また、課長級総括整理職は「(総括整理職)｣、課長級分掌職は「(分掌職)」 とそれぞれ記載する。
6．独立行政法人に移行する機関については、最右欄に、その事務のすべてを独立行政法人に移行する場合は「全部移行｣、その一部を移行する場合については「一

所属部局等名

要求事項

区
分 新設 級格付等

区
分 廃止 級格付等

概 要

(内部部局）

大臣官房

秘書課

○○局

(審議会等）

○○審議会

(地方支分部局）

地方○○局

政

政
政
政
政
政
法
法

大臣官房（所掌事務変更）
ウ

審議官(1) (○○担当）

審議官(1) (○○担当) (充て職）

参事官(1)

秘書課（所掌事務変更）

○○局（所掌事務変更）

○○審議会（所掌事務変更）

地方○○局（所掌事務変更）

2

－

指

一

行(一)91

’
一
一
一

政
政
政

(振替財源検討中）

(振替財源検討中）

○○局○○課 行(一)91

○○のための体制整備

同上

同上

同上（総括整理職）

同上

○○法の施行に伴う所

掌事務変更（未成立）

▽▽法の施行に伴う所

掌事務変更（成立済）

○○のための体制整備
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別添2－①－2令和4年度機構改正要求一覧表様式【機構（省令事項（行(一）7級Ⅱ種以上))】

１
１
管
計
所
会
Ｉ
Ｉ

○○省

[省令事項（行(一）7級Ⅱ種以上） ］

(記載要領）

1．本表は、省令事項のうち、行政職俸給表（一） 7級以上かつ俸給の特別調整額Ⅱ種相当以上の職の新設、改廃について記載する（充て職、時限等の条件につい
ても記載する)。

2．セルを結合したり、一つの行に複数の要求事項を記入しないこと。
3． 「区分」欄には、省令を根拠とするものについては「省」 と記載する。
4． 「級格付等」欄には、要求する級格付け及び俸給の特別調整額の区分（新規増員及び振替要求書記載のもの）を記載する。

5． 「概要」欄には要求事項に関する概要を記載する。
6．独立行政法人に移行する機関については、最右欄に、その事務のすべてを独立行政法人に移行する場合は「全部移行｣、その一部を移行する場合については「一
部移行」 と記載する。

所属部局等名

要求事項

区
分 新設 級格付等

区
分 廃止 級格付等

概 要

(内部部局）

大臣官房

秘書課

○○局

○○課

○○局

○○課

省
省
省
省
省

△△特別研究官(1)

企画官（1） （○○担当） （令和○年度

末までの時限）

▽▽室（見直し解除）

▽▽企画官(1) (○○担当）

○○室（所掌事務変更）

專ス4

行(一)81

－

行(一)7Ⅱ

－

食
■
刊

省
省
省

□口局□口課企画官（1） （○

○担当）

□口局□口課調査官（1）

(振替財源検討中）

一

(振替財源検討中）

行(一)7Ⅱ

行(一)7Ⅱ

行(一)81

■■のための体制整備

○○のための体制整備

平成◇年度審査事項（▽

▽室の設置（○年後見直

し)）の見直し解除

▽▽法の施行に伴う体

制整備（未成立）

○○法の施行に伴う所

掌事務変更（未成立）
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別添2－①－3令和4年度機構改正要求一覧表様式【機構（省令事項（行(一）7級Ⅱ種未満))】

１
１
管
計
所
会
Ｉ
Ｉ
○○省

[省令事項（行(一）7級Ⅱ種未満） ］

(記載要領）

1．本表は、省令事項のうち、行政職俸給表（一） 7級以上かつ俸給の特別調整額Ⅱ種に満たない職の新設、改廃について記載する（充て職、時限等の条件につい
ても記載する)。
2．セルを結合したり、一つの行に複数の要求事項を記入しないこと。
3． 「区分」欄には、省令を根拠とするものについては「省｣、訓令等以下を根拠とするものについては「他」 と記載する。
4． 「級格付等」欄には、要求時点の級格付け及び俸給の特別調整額の区分（新規増員及び振替要求書記載のもの）を記載する。
5． 「概要」欄には要求事項に関する概要を記載する。
6．独立行政法人に移行する機関については、最右欄に、その事務のすべてを独立行政法人に移行する場合は「全部移行｣、その一部を移行する場合については「一

部移行」 と記載する。
7．工事諸費に係るものは別掲とすること。
8．要求事項ごとに1行空けて記載すること。

～

所属部局等名

要求事項

区
分 新設 級格付等

区
分 廃止 級格付等

概 要

(内部部局）

大臣官房

秘書課

○○局

▽▽課

省
省
省

○○調整官（1）

▽▽官(1) (所掌事務変更）

××官（1）

行(一)7

－ 0

行(一)7

省

他

○○局○○課企画官（1） （○

○担当）

△△官（1）

行(一)7Ⅱ

行(一)7

○○のための体制整備

▽▽法の施行に伴う所掌

事務変更

同上



(別添2－①－4）

概要説明様式

OO=

要求事項

関連組織等 要 求 理 由 備 考

〆
ｑ
４



(別添2－①－4）

概要説明様式

要求事項

○○局◇◇課（行（一） 8級I種）の新設 【○○のための体制整備】
○○局△△課（行（一） 8級I種）の廃止 【同上】
大臣官房○○課の所掌事務変更 【同上】

関連組織等 要 求 理 由 備 考



◆記載要領◆

本表は法律、政令及び省令を改正するものについて記載すること。

記載に当たっては、別添2－①－1～3それぞれと齪臨がないようにすること。

(別添2－①－4：各要求内容の説明）

①欄外の（○○事項）は、法律事項、政令事項等の別を記載されたい。 （複数の事項に

渡る場合には、 「法律事項、政令事項」というように網羅的に記載｡）

②関連する事項については、組織等ごとに別葉とはせず、まとめて記載してよい。

③ 「要求事項」欄は、新設、改廃する組織を記載し、隅付きカッコ書きで要求の概要を

記載されたい。

④要求事項が機構の新設、廃止に係るものである場合、それぞれの機構の級格付（級及

び特別調整額）をカッコ書きで名称の後ろに記載されたい。

「一一_T一関連する複数の要求はまとめて記載してよい（法律事項、政令事項の併記も可）
記載例1）○○省、○○局及び同局◇◇課の所掌事務変更【○○改革関連】

所掌事務変更については給格付記載不要一」 L要求内容の概要を記述

「新設・廃止に係る要求については級格付を記載

記載例2）○○官（○○担当） （1人） （行(-)SI)の新設【○○のための体制整備】

L－－－－－L－総括整理職や分掌職等については担当及び人数を記載

干雲撫恕懲､
記載例S)○○局◇◇課(行(-)SI)の新設

□口局△△課(行(-)BI)の廃止

大臣官房○○課の所掌事務変更

ノ

⑤ 「関連組織等」欄は、組織要求に関連する組織等を、令和3年度末時点の組織等と対

比して図示されたい。

⑥ 「要求理由」欄の記載は冗長にならないよう留意されたい（3頁以内にまとめるもの

とする。なお、フォントを小さくしすぎないこと)。また、機構の新設については、スク

ラップ財源について記載されたい。

⑦下記※2の場合以外､ 「備考」欄は空白とされたい。

⑧本様式のほか、説明に必要な資料等がある場合、適宜別紙として作成されたい。

※1 提出後に追加又は変更があったときは、速やかに当局まで連絡の上、本表の差し替

えを行うこと。

※2左欄に記載した組織要求事項が、政策評価結果、行政評価・監視結果に基づく勧告

の活用、行政事業レビューによる点検結果の活用、市場化テストの導入、規制・制度

改革など各種改革の取り組みを反映したものである場合には、 「備考」欄に、その旨

を記入。また、活用等を行った取組等に関する資料を添付すること（様式自由)。



令和4年度定員増減要求総括表
｢賑三二百~］別添2－2

ｊ性
北
２
３

1」

府省名

区 分

令和3
年度末
定員

A

令和4年度要求

減

ｊ
ｊ
計
▲
く
く

B=C+F

定員合理
化による減
(▲）

C=D+E ’
業務改革に
係るもの以外
のもの(▲）

， ’
業務改革に
係るもの
(▲）

E

新規減
(▲）

F

増

(計）

(＋）

G=H+J

新規増
(＋）

H ’
うち時限

(＋）

I

自律的
再配置

による増
(＋）

』

振替
増減
(＋）

(▲）

K

差引

増減

L=B+G+K

令和4
年度末
定員

M=A+L

備考

法第1条第1項

(定員令第1条定員）

合計

再任用短時間勤務
職員定数

■
■
Ⅱ
日
日
Ⅱ
■
Ⅱ
日
Ⅱ
■
Ⅱ
■
Ⅱ
■
Ⅱ
■
Ⅱ
■
０
日
Ⅱ



(記載要領）

1． 「区分｣欄は､総定員法第1条第1項(定員令第1条定員)、同法第1条第2項第1号(大臣等特別職)、同第2号(宮内庁長官等)、同第3号(自衛官)及び警察法第56条･第57条(地方
警務官)の別とする。

2.C欄は､「国の行政機関の機構･定員管理に関する方針一戦略的人材配置の実現に向けて一｣(平成26年7月25日閣議決定)に基づく定員合理化数を記入する。

3.D欄は､定員合理化による減のうち業務改革に係るもの(令和元年6月28日内閣人事局長通知の別表に掲げるもの。以下同じ｡）以外の合理化減を記入する｡また､再任用短時間
勤務職員の導入により軽減される常勤職員の業務量に見合う定員合理化のうち、定員合理化による減に充てるものは､C欄及びD欄の合理化減の下段に（ ）内書きする。

4.E欄､J欄及びK欄においては､アタツシエ振替は[ ]､省庁間振替は<>、司法修習振替は《》､会計間振替は「 」､部局間振替は{ }、訓令内振替は『 』、

独法等移行減は【 】書きで記入する｡なお､B欄､C欄､G欄及びL欄は､それらを別書きにせず､合算後の数を記入する。

F欄は､時限到来減など､定員合理化目標数を上回る減(業務改革に係るものを除く｡）を記入する。

I欄は､新規増員要求のうち､時限付の増員数を記入する。

再任用短時間勤務職員定数の要求がある場合は､再任用短時間勤務職員定数欄に､「時間数×人数(○h×○)｣の形で記入する。

５
６
７

1」



令和4年度定員増減要求総括表

(注）

1．C欄及びD欄の( )は､再任用短時間勤務職員の導入に伴う減で内数である。
2.E欄､I欄及びJ欄の、「 」は会計間振替、 { }は部局間振替､『』は訓令内振替を表す。
3.上記のほか、･････の充実･強化のために必要な措置について定員要求を行う予定である。

(記載要領）

1． 「区分｣欄は､総定員法第1条第1項(定員令第1条定員)、同法第1条第2項第1号(大臣等特別職)、同第2号(宮内庁長官等)、同第3号(自衛官)及び警察法第56条･第57条(地方
警務官)の別とする。

2.C欄は､「国の行政機関の機構･定員管理に関する方針一戦略的人材配置の実現に向けて一｣(平成26年7月25日閣議決定)に基づく定員合理化数を記入する。

3.D欄は､定員合理化による減のうち業務改革に係るもの(平成26年7月25日内閣人事局長通知の別表に掲げるもの。以下同じ｡）以外の合理化減を記入する｡また､再任用短時間
勤務職員の導入により軽減される常勤職員の業務量に見合う定員合理化のうち､定員合理化による減に充てるものは､C欄及びD欄の合理化減の下段に（ ）内書きする。

4.E欄､J欄及びK欄においては､アタッシェ振替は[ ]､省庁間振替は<>、司法修習振替は《 》､会計間振替は「 」､部局間振替は{ }、訓令内振替は『 』、
独法等移行減は【 】書きで記入する｡なお､B欄､C欄､G欄及びL欄は､それらを別書きにせず､合算後の数を記入する。

5.F欄は､時限到来減など､定員合理化目標数を上回る減(業務改革に係るものを除く｡)を記入する。

6. 1欄は､新規増員要求のうち､時限付の増員数を記入する。

7.再任用短時間勤務職員定数の要求がある場合は､再任用短時間勤務職員定数欄に､「時間数×人数(○h×○)｣の形で記入する。

2」

府省名 ○○省

区 分

令和3
年度末
定員

A

令和4年度要求

減

(計）

(▲）

B=C+F

定員合理
化による減

(▲）

C=D+E

業務改革に
係るもの以外

のもの(▲）

， ’
業務改革に
係るもの
(▲）

E

新規減
(▲）

F

増

ｊ
ｊ
計
十
く
く

G=H+』

新規増
(＋）

H ’
うち時限

(＋）

I

自律的
再配置

による増
(＋）

』

振替
増減
(＋）

(▲）

K

差引

増減

L=B+G+K

令和4
年度末

定員

M=A+L

備考

法第1条第1項

(定員令第1条定員）

10,000 ▲600 ▲500

(▲150）

▲200

(▲150）

｢▲100」

{▲100｝

『▲100』

▲100 700 400 100 ｢100」

{100}

『100』

(50）

(▲50）

100 10，100

法第1条第2項第1号

(大臣等特別職）

5 5

合計 10,005 ▲600 ▲500

(▲150）

▲200

(▲150）

▲300 ▲100 700 400 100 300 0 100 10,105

再任用短時間勤務
職員定数

31.0h×500

23.3h×500 23.3h×▲50

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ

23.3h×▲50

31.0h×100 31.0h×100 31．0h×100

23.3h×▲50

31.0h×600

23.3h×450



別遥2－③

令和4年度新規増貝及び握廿要求書

(所管)●●省
ｒ
Ｌ

査定要求

項･部局･事項･職名等 時
限
等
到
来
年
度

増
嘩
函

説明資渭

番号

業務

改革
内
外
月
数

亜要

課題
令和3年度

末定員
内
外
月
数

振替増減増減員増減員 振替増減

級調整俸給表俸給表予算書職名要求事項､備考 具体的官瞳名項･勘定 事項部組録 部局 会計

級人員級人員級人員級 人員

【要確圏】

口予算書職名･具体的官職名に空欄･膜りはないか。

口増減区分B1･B2の場合､級｡人員に()が付されているか(Q列に｢（｣､T列に｢）」)。
口文字が見切れないように､行幅は十分確保されているか。 ゴ
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【機密性2情報】

員日怪分、 ・怪勧

要求項目区分
内閣人事局

審査区分
概要 要求事項の記敏例

増△減

区分

概算要求定貝表

の分類

予算害定貝

管理システムの

分類コード
査定担当

羽ロ…つ■屋

新規増貝(見直し付）

専I…勺再、呵睡ノ

新規増 零I…勺阜

見直し期限付きの新規増員

吋睡1リ壱Vノ"U極唇厘

…の強化に伴う新規増

…の強化に伴う新規増(○年後見直し）

※見直し”を〃龍する

…の強化に伴う新規増(令和O年度末までの時限）

※“を〃記する

A1

A2

A3

新規増貝 増貝･減貝 ， 内閣人事局

時限撤廃
へ

時限延長

見直し解除

見直し期限の再見直し

時限撤廃

時限延長

見直し解除

再見直し

時限付き定貝及び時限付き機構の時限の撤廃
(定貝の増減無し）

※鋳働ご係る鞭”等要求(定貝には“
なしﾉも教区牙塞雲(萱定…られな万0つた栂
合の蛍要求はx2の鍵参顔ﾉ｡この馨合､要茨夢

凄の末竃にr侭纒求ｿﾉと”ずる《以武B2

についても周幻。

時限付き定貝及び時限付き機構の時限の延長
(定負の増減なし）

見直し期限付き定貝及び見直し期限付き機構の

見■し期限の解除(定貝増減なし）

見直し側

見直し卿

限付き定貝及び見直し期限付き機構の
限の再見直し(定負増減なし）

平成(令和)○年度査定事項(･･･に伴う増く令和O年度末までの時限＞◆人)の時
限撤廃
※当搾求蒔の要茨夢賓等を記戯する

平成(令和)○年度査定事項(…参事官の設疸＜令和O年度末までの時限＞◆

人)の時限撤廃(機構要求）

平成(令和)○年度査定事項(･･･に伴う増く令和O年度末までの時限＞◆人)の令

和O年度末までの時限延長

※当怨求時の要求■項等を記戯する

平成(令和)○年度査定事項(…に伴う増く0年後見直し＞◆人)の見直し解除

※当娠茨時の舞求■賓等を錘する

平成(令和)0年度査定事項(…に伴う増く○年後見直し＞◆人)の0年後再見直

し

B1

B2

役付増 C 内閣人事局

新規減貝

時限到来に伴う減

独法移行減

新規減

時限到来減

独法移行減◇

定貝合理化の取組を上回る減(時限到来減を除

<）

時限付き定員の時限到来による減

狸M’1丁厘莚八、国ユ入手亟八寺へ畢砺置疹画9

ることによる減

…による減

平成(令和)○年度査定亭項(…に伴う増(令和○年度末までの時限)◆人)の時限

到来による減

…業務の独立行政法人●●●●への移ぜに伴う減

C1

C2

C3

減員

独法移行減◇

増員･減貝 ， 内閣人事局

定員合理化による減

(業務改革に係るもの
以外）

定員合理化による減

(業務改革に係るもの

以外のもの）

定貝合理化による減

(業務改革に係るもの

以外のもの)(再任用

見合減）

定貝合理化の取組による減(業務改革に係るもの
以外）

定貝合理化の取組による減(業務改革に係るもの

以外)のうち､再任用短時間勤務聡貝の導入に伴
う減

定貝合理化による減

定貝合理化による減(再任用短時間勤務職貝の導入に伴う減）

D1

D2

合理化計画人員 削減定員 E 内閣人事局

面j丁間娠宙 省庁間振替◆◇ 府省庁等をまたぐ振智であって､アタッシェ振替に

該当しないものによる増減
×x未満”杉官I己1千つUU画かbの画J丁岡琢官画（白俸的碍日巳直ノ

××体制の強化に伴う00省への省庁間振替減(業務改革減）
E1 画■■1■I…■マV 、ツー■J』 I■』和ロ 内閣人事局

日』唖毒国＝画 ■』空一国宰冒 行政官国内研究員制度(司法修習コース)へ各府

省の嘩貝を派遣するための振替による増減
行政官国内研究■(司法修習コース>の派逮期間満了に伴う人事院からの握替増

行政官国内研究貝(司法修習コース)の派遣に伴う人事院への振替減
F1 ■』β“毎国 その他 内閣人事局

アタッシェ振替 アタッシェ振替◆◇ 各府省が賭外国の情報等を把握するために現地
の在外公館に職貝を派遺するための振替による

増減(定員合理化充当分を含む）

アタッシエ派遣に伴う●●省からの省庁間振替増(自律的再配置）

アタッシェ定員合理化充当に伴う●●省からの省庁間振替増(自律的再配E）
アタッシェ派遣に伴う外務省への省庁間振替減(業務改革減）
ｱﾀｯｼｪ定員合理化充当に伴う外務省への省庁間振替減(業務改革減）

G1 アタッシェ◆◇ アタッシエ I 内閣人事局

撮替

役付埴･減

俸給表適用変更

会計間振替◆◇

蔀篇簡濃瞥さ8．…..．...．
(弾力化適用を含む）

訓令内振替◆◇

行革◆◇

機機新設改廃

俸給表適用変更(機構

関係）

会計をまたぐ振替による増減(勘定間の振替を含

む）

※部局間振替､部局間振替(弾力化適用)、訓

令内振替〈部局内)に該当するものであっても､会
計をまたいだ振替であれば会計間振替として整理

する

一
の
瀧
も
薯
ぐ
鴬
詐

》
予
を

叩
釧
剛
Ⅷ

麺

》

、軸“

厳噛
衣
》
一
一
録”“･勉方支浄”夢の各錘
関億月〃詐次4億局〃…られて
いる各“を緯爽

予算春の項一
をまたがない

もの(同一俸
給表による振

替）

予算書の項

をまたがない

もの(異なる

俸給表による
握替）

部局内の振替による増減(上配の

他の区分に該当する場合を除く｡）
※麺〃令這定買"(趣ら虎た“
内の定珂移動を清丈

癖原雛L這自…麺轡･藁誘
致裏澱して要求する同一”内の猿
鐸露憂ひ滅途瘤示ガ鯵る将合のみ
“

予算書の項

をまたぐもの

亨鷲讐勝漬”
をまたがない

もの(同一俸

給表による振

替）

予算書の項

をまたがない

もの(異なる

俸給表による
撮替）

行政改革に伴う振替による増減

1画』 ロ脚J印一五F了U－9つUJU津南v夕WI醒堅医’一一画”

智

(例1 :課長補佐6級△1一企画官7級十1，例2：

企画官7級△1→課長補佐6級十1）

※機構の時限到来に伴う定貝の増減(例;時限
参事官8級△1→課長補佐5級十1)は､訓令内振
替(K1)ではなく､L1で処理する

同一部局･項内における機構の新設改廃のうち

具なる俸給表での振替(指定職と指定職以外の振
替を含む｡）

…の体制整備のための振替増

…に伴う地方××局からの振替増(自律的再配置）

･･･の体制整備のための振替減

…に伴う××局への振替減(業務改革減）

(要求内容を見て判断）

･･･の体制強化のための審凝官の設置

H1

11

J1

《

吃
》
剛
翻

J3

L1

＝回1 1■j＝■▽V

その他の振替(部局間振替
訓令内振替)◆◇

云印I■j和声

掘I■』､頓亘

役付増

適用変更

項間組替 ．

役付増

適用変更

行革

役付増

適用変更

G

C

F

G

C

F

H

C

F

内閣人事局

内閣人事局

内閣人事局



【機密性2情報】

(汪）

◆ ： 自律的再配■による増に酸当する場合があるもの

◇：定貝合理化による減(集務改革に係るもの)に鮫当する場合があるもの

／

要求項目区分
内閣人事局
審査区分

概要 要求事項の肥敏例
増△減

区分

概算要求定貝表

の分頻

予算唇定貝

管理システムの

分類コード
査定担当

役付増･減 (定員垂定対象外） 予算n名の増減の有無にかかわらず､同一部局・
項内における具体的職名の変更による振替(上配

の他の区分に肢当する場合を除く｡）

(例:主任3級△1→係長3級十1、一般職貝1級

△1－課長補佐5級十1）

※同一俸給表での振替

･･･に必央な体制整爾

…の体制強化のための○O室の段■

…(時限機構)の時限到来による廃止に伴う増減

K2 (定負査定対象外） 役付増 C 人事院又は
財務省

俸給表遣用変更 (定貝査定対象外） 同一部局･項内における具体的魔名の変更による

振替のうち､異なる俸給表での振替(機構関係及

び指定崖と指定職以外の振替を除く｡） ⑥ ロ

(上記の他の区分に肢当する場合を除く｡）

K3 (定貝査定対象外） 遷用変更 F 人事院又は
財務省

n名変更 (定員査定対象外） 云庁四コ一口0－二＝U今･争、、r‐－画Uクウテニエ

(例:具体的職名｢企画官｣を予算嘩名｢専門唾｣か
ら｢室長｣に変更）

K4 (定貝査定対象外） 威名変更 人事院又は

財務省

アタッシエ予算級の付
け替え

(定貝査定対象外） アタッシエ予算級の付け替えのための増減 G2 (定貝査定対象外） アタッシェ I 財務省

その他 (定貝査定対象外） その他(組繊改■の都合上行う同嘩名同級での
増減など)※原則､使用しないこと

M (定■査定対象外） その他



別紙2重要課題区分

(注1）令和4年度内閣の重要課題を推進するための体制整備及び人件費予算の配分の方針(令和3年7月内閣
総理大臣決定)を踏まえたもの。

(注2）上記i～viiの区分に該当しない要求事項については､記号の記入は行わないこと。

区分(注1）(注2）
巨
言
ヨ
レ

一
言
ロ

防災･減災､国土強靱化及び東日本大震災等からの復興に的確に対応するため
の体制整備

■
■
■
■
■

経済安全保障の確保､外交･安全保障の実施体制の整備等
恥
Ⅱ

テロ対策､サイバー犯罪･サイバー攻撃対策､治安･海上保安の基盤強化
■●■

111

税関･出入国管理･検疫(cIQ)の体制整備 1V 、

行政機関内部におけるデジタル化､既存業務の効率化･抜本的見直しのための
体制整備

V

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症への対応 Ⅵ

｢経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)及び｢成長
戦略実行計画｣(令和3年6月18日閣議決定)に掲げられた内閣の重要政策に係
る取組を推進する体制整備( i～viに計上したものを除<)

●●

Vll



別紙3説明資料番号区分

(説明資料番号区分）
区分 ｜

本省内部部局

審議会等

①組織区施設等機関

分 ｜特別の機関
｜地方支分部局･地方機関等
外局
｜新規増減
｜自律的再配置増･業務改革減

艤 I鷺【
再任用短時間勤務職員定数増減
|その他

①組織区
分

③増員等
種類区分

種類 謡

一

本

一

審

施

特

地

外

新

一

自

一

振

時

一

見

再

一

他

を付す※政策評価結果等を反映した要求の場合は､整理番号の後に｢※｣を付す。

001

|__L獅観…““
○○局

本省内部部局

002

|_L蔓…鋳唾≦
地方○○局

地方支分部局

003

｜ L振替増
○○研究所

施設等機関

本 ○○ ｜｜ 新時

地 ○○ 見時

施 ○○研 振



【共通事項】

○全部局を1シートに収める場合には、

・シートの最後に府省、一般会計･項､特別会計について会計及び勘定別の||頂に合計を付すこと。

・各部局の要求の先頭に､それぞれ､部局､一般会計･項､特別会計について会計及び勘定別の順に合計を付すこと。

○組織区分(本省内部部局､審議会等､施設等機関､特別の機関､地方支分部局等､外局)の単位でシート別にする場合には

・外局が複数ある場合には別シートとする

・府省合計シートを作成する(府省合計､一般会計計･所管別計､特別会計について会計及び勘定別の順に合計を記載する）

・各部局シートの最後に部局､一般会計･項､特別会計について会計及び勘定別の順に合計を付す。

○部局内で会計が分かれる場合は､会計を分け一般会計､各特別会計の順に記載する。

○部局内で項が複数ある場合は､予算参照書｢予算定員及び俸給額表｣の記載順に記載する。

○本表には切上げを含めず､役付増減､俸給表変更､組織､項間の組替については､振替増減欄に記入する。

○査定欄(俸給表欄､増減員欄､振替増減欄､級調整欄､時限等到来年度欄､内外月数欄)は記入しない。

○専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職名を新設する場合も､本様式により要求する。
○フィルタ機能を使用し集計等を行うこととしているため､本記載要領を参照し､記載漏れのないよう入力を行う。
なお、別シートとなっているフィルター用シート(非表示)は肖ll除しないこと。

○エクセルの列の追加は行わない。同様にセルの結合も行わない。

○行幅以外の設定変更はしないこと｡なお､印刷時に見切れる場合は､同一行内折り返しに設定する。

○文字が見切れないように､行幅は十分確保する。

○必ずページ番号を付す。

○数字､かっこはいずれも半角とする。

別添2－③

令和4年度新規増員及び振替要求書

（所管)●●省 ○要求事項に係る要求職名ごとに、当該要求職名に係る級及び増

減員数を記載する。

＝＝ミ
ト 要求 査定

項･部局･事項･職名等
時
限
等
到
来
年
度

増

△減

区分

令和3年度
末定員

重要

課題

業務

改革

説明資料

番号
内
外
月
数

内
外
月
数

増減員 振替増減 増減員 振替増減

’｜ 、” ’会計 ■ 要求事項、備考 予算害職名 俸給表 俸給表 級調整項･勘定 事項 具体的官職名部組織 1局

｜ ’ 一+一 ’ 級 人員級 人員 級人員 級人員

本省内部部

局

本省内部部

局

本省内部部
局

特別駐(AA本省）

(合計）

特別礎(AA本省)＜

総定員法第1条第2

項第1号＞

特別唾(AA本省>＜
定員令第1条＞

’
○①新規増減､②自律的再配置増･業務改革減､③振替増減は事項を分ける。

○要求事項は新規増、自律的再配置増､振替増がわかるように記載。

○○

'01
b 』 ロ

鶴
秘書官

○令和3年度末定員(要求時点)を記載する。

※査定期間中に年度途中の緊急増減員があった場合には､増減員

後の定員に修正する。

減員

’ ～｜ ↑
AA本省共通

費

AA本省共通

愛

AA本省共通
萱

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部

局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部

局

本省内部部

局

本省内部部

局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部
局

大臣官房(合計)＜
忘昌令雲1条＞ 、 ０

，
０１

▲

○「予算書職名｣と｢具体的官職名｣を各F

予算書職名の場合は｢新｣を付す｡）。

（例)予算書職名:室長､具体的官職名:○1

予算書職名:専門職､具体的官職名: 1

・ ・ ・･･の強化に伴う新規増

. . ･･･の強化に伴う自律的再配置

. . ..､の強化に伴う自律的再配置
、･･･の強化に伴う自律的再配置

i(局等)単位)を記載する。 配置

~r丁孟冒而亜WEE伴う 自葎酌再配置

｜ ”親…籍の場合はﾘｽﾄから“

割
。…・の強化に伴う管区JJ局からの

＊＊＊室の新設

＊＊＊室の新設

○「予算書職名｣と｢具体的官職名｣を各列

予算書職名:専門職､具体的官職名:○

新規予算書職名の場合はリストから｢新

にそれぞれ記載する(新規

予算書職名の場合は｢新｣を付す｡）。

(例)予算書職名:室長､具体的官職名:○○課××企画官

○課▲▲専門官

る(新規一般会計

一般会計

△1 8

’
大臣官房(合計)＜

忘昌令誇1条＞

国■

写

○自律的再配置増要求の場合はリストから｢○｣を選択する。

○業務改革減要求の場合はリストから｢▲｣を選択する。
部以外 50

蕊弱謹)ぐ､脂s都 …野…通｜
ゴ

計 要求事項がない部局についても合計欄は記載する｡

罰
ジマーー.戸口 マターー壬 Ⅱ＝

第1条> CC部 一般会計 費
大臣官房く定員令 AA本
第1条> CC部 一般会計 費
大臣官房く定員令 AA本

第1条> CC部 〒般会計 費

第,桑〉 “部 ｜ 雲求事項の連番(原貝’として
大臣官房く定員令

大臣官房く定員令 ｜ 、 .. …‘ －－塁蓋
第1条＞ CC部 一般会計 費
大臣官房く定員令 AA本省共通
第1条＞ CC部 一般会計 費
大臣官房く定員令 AA本省共通
第1条＞ CC部 一般会計 賛
大臣官房く定員令 AA本省共通
第1条＞ CC部 一般会計 費
大臣官房く定員令 AA本省共通
第1条＞ CC部 一般会計 賛
大臣官房く定員令 AA本省共通
第1条> CC部 一般会計 費
大臣官房く定員令 AA本省共通
第1条＞ CC部 一般会計 費

部部部部部部部部部部部ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

項

雷雷謁雪詞雪需詞銅詞樗
般般般般般般般般般般要

一一一Ｉｌｌｌｌｌｌｌ

費

AA本省共通

費

AA本省共通
曹

■囮

要求事項の連番(原則として

費

AA本省共通

費

AA本省共通
費

AA本省共通
費

AA本省共通

費

AA本省共通

費

AA本省共通
費

8
Ｊ
剣
Ｉ
Ｆ
■
、

職
表

職名 (予算書職名)に該当する俸給

表〈給料表)を選択する。

る俸給

主
１
１
０
０
脚
密

｜曇輔住’ ▲▲課○○担当

一
肘
坐
ｕ
ｕ
Ⅸ
唾

Ａ
Ｊ
Ｊ
Ｈ
Ｈ
』

１
２

Ｖ
Ｖ

廷

l催行(割行(一）
課長補佐 ▲▲課××2担当

１
１
１
１
１
１
２

／
２

▲▲課××2．4担当

××1係長

××2係長

課長補佐

係長

係長

劇

○定員の増(振替増を含む)要求については、増員された月から年度末までの月数を選択する｡た

だし、 12か月(年度当初から増員)の場合は記載不要。

例: 1月に増員する場合 ＝-1～3月の3か月→｢(3か月)｣を選択 ・

10月に増員する場合 ＝10～3月の6か月→｢(6か月)｣を選択

○定員の減(振替減を含む)要求については､年度当初から削減されるまでの月数を記載する｡た

だし、 12か月(年度当初から減員)の場合は記載不要。

例: 12月に減員する場合 ＝4月～12月の9か月→｢(9か月)｣を選択 ‘

○
○
一
○

４
４
３
３
１

V

組織(局等)単位)を記載する。

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

く
く
く
ｌ
く

一
丁
一
丁
一
丁
一
丁
一
丁

↑
↑
↑
イ
イ

Ｖ
一
Ｖ

2

1×調査専門職
｜×4係長

声日日陣

月か６
｣を選択する

３
３
４
４
５
５

扇L上|m H農産蒜(6か月）

一
■
關
■

一般職員

室長

専門職

一般職員

一般職員

一般職員

＊＊＊室長

××調査専

一般職員

一般職員

(9か月）一一〒
一

1 卜当該要求に応じ､別紙2により記号を選択する。 （複数選択不可）当該要求に応じ
定員合理化による減

2 △1行(二）

禾石内部部 |DD局て吾肝フDD局(合計) ＜定員

令第1条＞
DD局(合計)＜定員

令第1条＞

DD局

DD局

DD局

|＝

０
０
５
５

１ ８
３
１
１
１

△
△
△
△
△

０
０

局

本省内部部

局
や~目I勾司)司》

巳

午官I刎司〕可》

巳
牛冒|句百|〕同）
F＝

原則として、別紙1の区分により要求事項を記載する。

再任用短時間勤務職員定数は本表には記載しない。

要求事項の文字数が多い場合は､折り返し処理(行幅を調整)する茎
一般

一般

一般

一般会計

偽長補佐
課長補佐

専門職

当
当
担
担
当

榴
鉋
組

＊
◆
汁

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
く
く

行
行
行

J1 ▲
▲

０
０
０

０
０
０

自
自
自

一
房
一
房
戻

官
官
官

本
本
本

Ｅ
６
３

皿

函

民間委託等1言まる栗務改革減賀
費

１
１

UJ氏同安昌七寺|－よ勺耒猫取牢"典

の民間委託等による業務改革減
～
壬

､､局(合計)＜定員

令第1条＞

DD局

本省内部部

局
本省内部部
局

BBBB特別

会計
BBBB特別
会計

○当該要求に応じ､別紙1により増減区分を選択する。

。 「国の行政機関の機構･定員管理に関する方針｣(H26.7.25閣議決定)に基づく再配置の要求(自律的再配置増要求)は
本表の整理上は振替増と整理し､振替区分に応じた記号を選択する。

・ 「国の行政の業務改革に関する取組方針｣(H28.8.2総務大臣決定)に基づいた業務改革を反映した定員合理化減の要
求(業務改革減要求)は､独法移行減を除き､本表の整理上は振替減と整理し､振替の種類に応じた記号を選択~する。

｜ 五丁本､D百UUTl l l l

F戸勘定

FF勘定

0 △2

4 △2

50

業務実施体制の見直しによる業務改革
係長 係長 行(一）減 H1’

DD局(合計)＜定員

令第1条＞

DD局

BBBB特別

会計
BBBB特別

会計

本省内部部

局
本省内部部
局

KK勘定

KK勘定

△3

3 △3

50

･ ･ ･業務の独立行政法人KK機構への移管
に伴う減(業務改革減） ○○専門官専門職I T丁(－ノ (9か月

『ロ4

ヅリ

同日昂j鋼百帽.;則

識
AA本省共通

費

AA本省共通
費

○時限の ’△1＜定員令第1条＞

GG研究所

GG研究所

GG研究所

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

当

０５施設等機関

施設等機関

施設等機関

施設等機関

延長｡撤廃、見直し期限の再見直し･解除に係る要求については､級･人員にく ）を付す~(Q列に「（」

T列に「 ）」)。(数式が設定されているため、自動で反映されます。反映されない場合は数式をコピーしてくださ
い。） 閲謡 3 △1 B2

r一十一…査定事項半灰30ヰ度宜疋事項

’
（・ ・ ・に1千つ暗く帝不uり

年度末までの時限＞2人)の令和7年度末ま
での時限延長

平成30年度査定事項(…に伴う増く令和3
年度末までの時限＞1人)の時限到来による

○当該要求事項(業務改革に係るもの以外の減(例:定員合理化減)を除く)の定員増減要求事項別説

明書の番号を記載する。

○自律的再配置増要求及び業務改革減要求若しくは振替増要求及び振替減要求については、同一の

番号(増員先(再配置増要求／振替増要求)の説明資料番号)を記載する。

○説明資料番号は､原則として､｢①組織区分記号十②部局名の短縮表記十③増員等種類区分記号

番号(増

○説印

部長等研究

員

専門職

1

1○当該

帽駕
GG研究官

GG専門職

研究

行(－）

B2〕 1

5 △1 ハn
U廷2

HH大学校(合計）

＜定員令第1条＞

HH大学校

HH大学校

50 0 ０
１
１△

施設等機関

施設等機関

施設等機関

◇◇専門官

総務課▼▼係長

専門職

係長

◇◇専門官の増

◇◇専門官の増

１
Ｊ

く
く
行
行

費
費

一般会計

一般会計

２
２
Ｋ
Ｋ

４
４

１
１ ｜ ｜ ’

’

【要確麗】

ロ予算書職名･具体的官職名に空欄･誤りはないか。

ロ増減区分B1.B2の場合､級･人員に（ ）が付されているか(Q列に｢（」､T列に｢）」)。

口文字が見切れないように､行幅は十分確保されているか。



欄)1局
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しに計

Ｂ
区
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分

諏
率
一
『

Ⅷ

Ｈ

・

ｈ

子

Ｐ

振
初
す
或
振
制
裁

》
闇
雲
損
損
刷
雪
準

鍔
嚥
識
轌
【
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画
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『
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移行

'に
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犀

１
脚
ｌ
ｌ
い
」
蓉
識
銅
函
識
塵



｢増△減区分｣欄新規予算害威名

題区分

革区分

国

俸給表の種類 区分

行政職俸給表(－） 行(一）

行政職俸給表(二） 行(二）

専門行政駁俸給表 専行

税務職俸給表 税務

公安職俸給表(一） 公(一）

公安聴俸給表(二） 公(二）

海事唯俸給表(－） 海(－）

海事職俸給表(二） 海(二）

敦育職俸給表(－） 教(一）

教育職俸給表(二） 教(二）

研究職俸給表

医療庫俸給表(－）

弱
一
朝

医療職俸給表(二） 医(二）

医療職俸給表(三） 医(三）

福祉職俸給表 福祉

専門スタッフ轍俸給表 専ス

自衛隊教官俸給表 自教

議院警察■給料表 譲警

速記職給料表 速紀

指定轍俸給表 指定

検察官俸給表(指定職相当） 検(指）

検察官俸給表(その他） 検(他）

裁判官報酬表(指定轍相当） 裁(指）

裁判官報酬表(その他） 裁(他）

自衛官俸給表(指定職相当） 自(指）

自衛官俸給表(その他） 自(他）

秘喜官の俸給表． 秘書

国会の常任委貝会専門員等の俸給表 国常委

大使及び公使の俸給表 大(公)使

内閣総理大臣等の俸給表 大臣等

区分

(1か月）

(2か月）

(3か月）

(4か月）

(5か月）

(6か月）

(7か月）

(8か月）

(9か月）

(10か月）

(11か月）

予算害轍名の種類 区分

新規予算書職名 新

既存官職名

増△減区分掴

新規増貝 A1

新規増員(見直し付） A2

新規増員(時限） A3

時限撤廃 B1

時限延長､見直し解除､再見直し B2

減員 C1

時限到来に伴う減 C2

独法移行減 C3

合理化減 D1

合理化減(再任用見合減） D2

各省間振替 E1

司法修習生 F1

アタッシェ G1

アタッシェ予算級の付け替え G2

会計間振替 H1

部局間振替(項間振替に麟当） 11

訓令内振替(項間振替に鮫当） 12

部局間振替(上配以外･弾力化適用含む J1

行革 J3

訓令内振替(上記以外） K1

役付増･減(機構関係以外） K2

俸給表適用変更(機構関係以外） K3

職名変更 K4

役付増･減･俸給表適用変更(機構関係） L1

その他 M



別添2－④

令和4年度再任用短時間勤務嘩員定数要求書

(所管)○○省

｢一一‘一､~~一.~~.~~一.~~一.~~一.~~－－－一・一・一・一.~~一・一一一一一ーー一ー一・一－一一－一.~~一一一一一・一・一ー一_.~~一.~~一.~~一一~･~~一－一.~~一ー－一~－1

! (注)行幅以外の設定変更はしないこと｡なお、印刷時に見切れる場合は、同一行内折り返しに設定すること！
L－－－－－.__一.__－－－－－－－－－－－--.--.----一一一－－－－．－－－－－－－.－－．－－－－－ ． ー___一_一一一 _ －－－－ 」

令和3年度 要求 査定項･部局･事項･職名等
説明資料

番号

．'人員|晴間 |俸給霊| “|人員’人員級 人員 時間 俸給表 級 “|人員級 人員
要求事項､備考 予算書職名組織 部局 具体的官職名部 会計 ｜ ’ 項･勘定 ｜ 事項

俸給表俸給表 時間 時間



○以下に記載のない点については、「新規増員及び振替要求書｣の記載要領に準じて記載する。

○エクセルの列の追加は行わない。同様にセルの結合も行わない。

○行幅以外の設定変更はしないこと｡なお、印届11時に見切れる場合は、同一行内折り返しに設定する。

○文字が見切れないように､行幅は十分確保する。

○1ページ目冒頭に府省合計、一般会計計･所管別計､特別会計は会計及び勘定別の順に合計を付すこと。

○各部局の最初に組織計､一般会計計･項計､特別会計は会計及び勘定別の順に合計を付すこと。

○組織内で会計が分かれる場合は､会計を分け一般会計､各特別会計の順に記載すること。

○組織内で項が複数ある場合は、予算参照書｢予算定員及び俸給額表｣の記載順に記載すること。

○フィルタ機能を使用し集計等を行うこととしているため､本省及び外局を含む府省全体を1つのシートに記載するとともに､記載例を参照し､会計･勘定別･項別･部局名別等集計が行えるよう入力を行うこと。

別添2－④

令和4年度再任用短時間勤務職員定数要求害

(所管)○○省

「一ー~一~一.一-~~ー一一一一ー一-一-一ー~一一~一.~.~一一~ー一ー~一.~~一一一~一一一ー･~.一ー~ー一・一.一一~一.一.ー一－一-一-一.~~一~一一一ー~一ー~一ー~一一ー一.一一1

’ （注)行幅以外の設定変更はしないこと｡なお､印刷時に見切れる場合は、同一行内折り返しに設定すること！
L一－一－----------－－－－－．－－－_一___－－－－－－－－－－-－ －－－－－．－－－－---------------------－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-----------_」

項･部局･事項･職名等

軍’ 要求事項､備考

■■｜
■■

令和3年度 要求 査定
説明資料

番号■
■
爵
雷 |人員| 鋳闇 |俸総裏| | ”||人員’人員 時間 俸給表 級 人員

予算書職名項･勘定部局

'．'|人員’人員級
組織 会計 具体的官職名

俸給表 級 時間 俸給表 時間

画
一 郵P)l 1

鴦
行(－）

行(一）

行(一）

行(二）

不要

|AA省 ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

｜
●
’
’
’
’
一
一
一
一
一

く
く
く
く
く
く
く
ｌ

行
行
行
行
行
行
行
行

㈹
５
幻
５
⑱
５
叫
加

31.0H

23.3H

19.4H

19.4H

31.0H

23.3H

19.4H

19.4H

３
１
相
３
３
１
０
１
１

31.0H

23.3H

19.4H

19.4H

31.0H

23.3H

19.4H

19.4H

一

合計欄に級の区分は合計欄に級の区分は
’合計

合計

合計

合計

合計

合計

合計

省
省
省
省
省
省
省

“
“
“
“
い
い
“

－ 府省の合計を記載する。

｜ ’ ｜

一般会計

一般会計

。 ’

1 。 ’
～

府省の合計欄に一般会計の項の区分は不要。府省の合計欄に一般会計の項の区分I

曾巨『｡回!.p', | |合計 ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
ｌ
ｌ
－

″
ｆ
、
ノ
Ⅱ
、
／
０
ｋ
グ
ー
、

行
行
行
行

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

く
く
ｌ
く

行
行
行
行

㈹
５
脚
加

31.0H

23.3H

19.4H

31.0H

３
１
０
１
１

31.0H

23.3H

19.4H

31.0H

特別会計｡勘定ごとに合計を記載す ’ﾏー合計

合計

合計

合計

合計

合計

印
可
司
叫
叫
可

酢
可
可
即
叩
可

”
内
内
肉
内
内

巨
巨
百
百
官
官

や
巳
や
巳
や
二
千
己
や
巳
や
星

一 1一般会計

一般会計

一般会計 費○

費
費
○

具体的官職名｣を各列にそれぞれ記載する。～
一般会計｡項ごとに合計を記載ず’

6 15:4H贈圏 19.4H

AA本省共通

費
AA本省共通

費

大臣官房(合計)＜

定員令第1条＞
大臣官房(合計)＜
定員令第1条＞

－
本省内部部

局

本省内部部
局

１
１

行(一) 4 20 31.0H

行(一) 3 5 23.3H

○当該要求事項の定

る°

○説明資料番号は､I

の短縮表記十③増員學

位)｣とし､別紙3｢説明

○政策評価結果等を

○当該要求事項の定員増減要求事項別説明書の番号を記載す
る。

○説明資料番号は､原則として､｢①組織区分記号十②部局名
の短縮表記十③増員等種類区分記号十④通し番号(部局名単

位)｣とし､別紙3｢説明資料番号区分｣により付番する。

○政策評価結果等を反映した要求の場合は､整理番号の後に

一般会計

一般会計

係長 ▲▲課○○担当

係長 ▲▲課××2．4相当
AA本省共通

費

○○費

大臣官房(合計)＜

定員令第1条＞
大臣官房(合計)＜
定員令第1条＞

本省内部部

局
本省内部部
局

Ｈ
Ｈ
４
４
９
９

１
１

２
３

２
２

〕
ｊ
’
一
く
く

一
丁
一
丁

＃
↑

一般会計

一般会計

一般職員

一般職員

▲▲課○○担当

▲▲課○○担当玉

定員苓一 AA平首来埋

費

AA本省共通

費
AA本省共通

費

･の強'心に'湧噌、既存定数,，
･の体制整備に伴う増 職も含め全

･の体制整備に伴う増

既存定数は

本省内部部

局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部
局

本省内部部

局

本省内部部
局

本省内部部
局
本省内部部
局

本省内部部
局

大臣官房く定員令

第1条＞
大臣官房く定員令

第1条＞
大臣官房く定員令

第1条＞
大臣官房く定員令

第1条＞
大臣官房く定員令

第1条＞
○○局合計く定員

令第1条＞
○○局合計く定員

令第1条＞
大臣官房く定員令

第1条＞

大臣官房く定員令

第1条＞

|本CO再00' ’／
行(一) 4 1 31.0H

行(-) 3 1 23.3H

国’ ‘ ”‘”
、行(一） 2 △2

行(-） 2 3 31．0叶

入カメ

行(-) 6 20 Tw耳斤

行(-) 5 5 19.4H

入力規

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

１
２
２

級､時間､具体的官職名別に､要求が無い官

職も含め全て記載する

既存定数は 職名別に､要求が無い官

本○○再002

Ｉ
Ｉ
Ｌ
圏
■
關

２
２
０
０
０
０
再
再
○
○
○
○
本
本

一般職員

一般職員

一般職員

専門職

専門職

一般職員

▲▲課○○担当

誉本省｢素
I
新規 ／予算職名の場合はリストから｢新｣を選択する。 職

滝
害
表
算
料
予
給
く
く
名
表
職
給ｉ○○○○課課

▲
▲
▲
▲
職名(予算害職 名)に該当する俸

給表(給料表)を選択する。

目)に該当する俸

選択する。3

志ﾐﾐ電
■■

○○費
AA本省共通

費

AA本省共通

費
AA本省共通

費

行(一) 6 20 31.0H

行(一) 5 5 19.4H

恩給審査専門官

専門官

▲▲課○○担当

▲▲課○○担当

部以外

部以外

、

則から該当する時間を選択する。 奉
二
蕗

..…の体制整備に伴う増

｡. ･ ･ ･の体制整備に伴う増

２
３

進Ｕ
。
〔
Ｕ

Ｕ
ｎ
〉

骨
再
）
○
〕
○
牛
本

○○費 一般職員
●
＋
Ｉ

｜
言
ロ

《
云
几
又

巾
而
”

一



時間数区分 新規予算書職名

俸給表の種類 区分

行政職俸給表(－） 行(－）

行政職俸給表(二） 行(二）

専門行政職俸給表 専行

税務職俸給表 税務

公安職俸給表(一） 公(一）

公安職俸給表(二） 公(二）

海事職俸給表(－） 海(－）

海事職俸給表(二） 海(二）

教育職俸給表(一） 教(－）

教育職俸給表(二） 教(二）

研究職俸給表 研究

医療職俸給表(一） 医(一）

医療職俸給表(二） 医(二）

医療職俸給表(三） 医(三）

福祉職俸給表 福祉

専門スタッフ職俸給表 専ス

自衛隊教官俸給表 自教

議院警察職給料表 議譽

速記職給料表 速記

指定職俸給表 指定

検察官俸給表(指定職相当） 検(指）

検察官俸給表(その他） 検(他）

裁判官報酬表(指定職相当） 裁(指）

裁判官報酬表(その他）

自衛官俸給表(指定職相当）

裁(他）

自(指）

自衛官俸給表(その他） 自(他）

秘書官の俸給表 秘書

国会の常任委員会専門員等の俸給表 国常委

大使及び公使の俸給表 大(公)使

内閣総理大臣等の俸給表 大臣等

区分

31.0

29.1

27.1

23.3

19．4

15．5

予算書職名の種類 区分

新規予算書職名 新

既存官職名



別添2－⑤

日日雲
も
Ｆ
Ｌ重要

課題

ｴ自 科’

要求

減員 ｜ 増員 ｜|振替増減’ 計
4年度末

定 員
3年度末

定 員
組織区分 要求事項 実員数

｜｜｜’’ 課･室等
Ⅱ hhhhﾛ ﾛﾛ111 ⅡⅡ叩叩l l F fff D DDDDD DDDDD

局･部全体’ ｜ ’

要求理由＜組織体制＞

※組織図は､作業負担軽減のため､既存資料を活用するなど｢別添参照｣としても構わない。 ※要点を簡潔に記載｡詳細は別添(既存資料の活用等も含む)。

※自律的再配置要求の場合、業務改革の取組内容については、

別紙(業務改革の取組内容一覧)に記載

＜過去5年間の定員増減状況＞

備考

※関連する機構要求があれば、当該説明資料番号及び要求事項を記
載する。

(注)当該資料については､上記の記載事項が含まれる資料の提出により代替しても差し支えない。

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度



ｰ

【共通事項】

○要求事項ごとに別葉で作成すること”

･増員等種類区分が異なる場合(例新規増と自律的再配置増)でも､同一の要求事項の場合は､できる限りまとめて記戯すること

･再任用短時間勤務職員定数要求(及びそれに伴う常勤職員の減員要求)についても作成すること｡
凹

(※1）重要課題区分一覧（詳細は｢新規増員及び振替要求書(記載要領別紙2(重要課題区分)）jを参照｣）
防災･減災､国土強靭化及び東日本大震災等からの復興に的確に対応するための体制整備

経済安全保障の確保､外交一安全保障の実施体帝11の整備等

テロ対策､サイバー犯罪･サイバー攻撃対策､治安･海上保安の基盤強化

税関･出入国管理･検疫(CIQ)の体制整備

行政機関内部におけるデジタル化､既存業務の効率化･抜本的見直しのための体常I|整備

新型ｺﾛﾅウイルス感染症をはじめとする感染症への対応

｜
ｉ
｜
印
Ⅱ
｜
》
川
一
・
Ⅳ
一
Ｖ
｜
・
Ⅵ

○｢令和4年度内閣の重要課題を推進するための体制整備及び人件費予算の配分方針｣(令和3年7月内閣総理大臣決定)に基づく区分に該当する番号を記入すること。（※1)
･複数に該当する場合は、主な番号を記入すること｡

･ 減のみの要求､時限延長･撤廃要求､見直し解除･再見直し要求については記入不要。

○課室等名だけでなく､必ず局｡部等の名称から記入すること。

･ 自律的再配置増要求･業務改革減要求を同一資料で作成する場合には､増要求を行う部局課室等名を記入すること。
経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣慨決定)及び｢成長戦略実行計画｣

(令和3年6月18日閣識決定)に掲げられた内閣の重要政策に係る取組を推進する体制整備（ i~Viに計上したものを除く)
V| ’

癩重要課題
｜ 本CC新自時001弓 ○説明資料番号は､原則として､『①組織区分記号十(画部局名の短縮表記十③増員等種類区分記号十(な通し番号(部局名単位)」

とし、以下の｢説明資料番号区分｣により付番する｡

○政策評価結果等を反映した要求の場合は､整理番号の後に｢※-1を付す｡
定員増減要求 臺項別説明書

分
貝
区

区
増
頚③徹

砂

一

本

一
祷
一
施
一
特
一
地
一
外
一

③増興

郁緬

新規1W減

自律的再配置増・業務改砿減

振替切減

時限撤廃、時|弧延長

見直し解除、再見直し

再任用短時間勤務職員定数増減

その仙

郁漁，1

本竹|ﾉ1部部局

審議会等

施設牢機関

特別の機関

地方支分部局・地方機関等

外局

砂
一
新
一
自
一
振
一
時
一
兇
一
Ｗ
｜
他

区分

4年度末

定 員

3年度末

定 員

妾求

減員 ｜ 増員 ｜振替増減’ 計
組織｜区分 要求事項 実員数

↓ ｢新規増員及び振替要求書(CD表)｣に記戯した要
求事項名と同一の事項名を記入すること。

(まとめて記入する場合は｢～に係る新規増,自律
的再配置増･'振替増｣などとする。 ）

①組織区

分

等

諏頬区分
課･室等

局･部全体 く
、＜組織体制＞ 要求理由

○『実員数｣欄

･令和3年7月1日現在の現在員数を､当該要求に係る課･室等及び当該要求に係る局･部全体の別に記入すること。

○｢3年度末定員｣欄

･令和3年度末定員(令和3年7月1日現在)を､当該要求に係る課･室等及び当該要求に係る局･部全体の別に記入すること。

○｢要求｣欄

・令和4年度定員要求の状況を、当該要求に係る課･室等及び当該要求に係る局･部全体の別に記入すること。

･ 同一課･室等において､複数の要求がある場合は､要求数の合計を記載した上で､合計数の下段に内数として当該要求事項

に係る要求数を記載すること。

･ 自律的再配置増要求は｢増員｣、業務改革減要求は｢減員｣棚に､それぞれ計上すること｡

○｢4年度末定員｣欄

･令和3年度末定員に要求内容を反映した数を、当該要求に係る課･室等及び当該要求に係る局･部全体の別に記入すること‘

・要求に係る課･室等(※)の組織体制図を記載する。

・原則、内部部局は政令課室､施設等機関は個々の施設､地方支分部局はブロック単位機関

の

単位で作成するが､これにより難い場合には､要求に係る業務体制の特定が可能な限りにおい

て適宜対応することも可とする。

･要求ポストは、以下の増員等種類区分の記号を付して四角で囲むこと。

・ 全てのポストについて､俸給表､級､員数を付記すること｡加えて､他部局からの併任で配置され

ているポストには｢(併1｣、兼務で配置されているポストには｢(兼)｣、他部局への併任に充てている

ポストには｢(外)｣、そのほか実員が配置されていないポストには｢(欠)｣と記入すること。

○定員措置の必要性及び定員算出根拠について､記載例に留意し

要点を簡潔に記載すること。

○定員措置の必要性及び定員算出根拠について､記載例に留意し

要点を簡潔に記載すること。

詳細はHlI恭青料(既存青料の活用等*!含む）詳細はHlI恭青料(既存青料の活用等*!含む） とすること。とすること。

業務改革の取組業務改革の取組 組組内容一瞳)に記載内容一驚)に記載

すること。すること。

要求

減員 ｜ 増員 ｜振替増減I 計

(参考例） 3年度末

定 貝

4年度末

定 員

Ⅸ分

圭
王

実員数

3

(うち1）

5

課･室等

局･部全体

▲1

▲3

14

98

５
岬
叩

“
１
１
１
１
寺
■
Ⅱ

1

1▲1

３
Ⅲ
２

８
岬
哩

４
１
１
日
即
弔
Ⅱ
０

印■唾雇、耳販延艮

見貞し飾障、再兄且1〃

郡任用短時間鈷務■貝定敬聴
その他

○｢組織体制｣欄に記載した政令課室等に係る過去5年間の定員増減の状況を記載すること。

具体的には､新規増(新○)､自律的再配置(自○)､定員合理化減(業務改革に伴う減を含む｡）及び新規減(▲○）

及び振替増減(振○､振▲○)について記載すること。

（参考例）

＜過去5年間の定員増減状況＞

＜過去5年間の定員増減状況＞

平成29年度 ｜ 平成30年度 ｜ 令和元年度 ’ 令和2年度 ｜ 令和3年度 備考

※関連する機構要求があれば、当該説明資料番号及び要求事項を記

載~する。 平成29年度 ｜ 平成30年度 ｜ 令和元年度 ｜ 令和2年度 ｜ 令和3年度 ’
振▲1 （主査(○○

担当)）

振1(課長補佐(×

×担当)）

▲1 （･･･専門官） 新1 （＊＊係長） 新2(課長補佐(○○

担当)､○○係長）

自1（＊＊専門官）
▲1（××係檮1

新1 （＊＊係長） 新2(課長補佐(○○

担当)､○○係長）

自1（＊＊専門官）
▲1（××係檮1

q

(注)当肢資料については､上記の配舷事項が含まれる資料の提出により代替しても差し支えない。

守
分
員
牢
珊
穐

自律的再配頁墹・璽圃改肢減
竺筈碧堂



本CC新自001別添2－⑤

番号 ’ 明書定員増減 言昌ｴ自 消I重要

課題

、

〔新規増及び自律的再配置増要求の例〕

｜ ソ ’V
要求

減員 ｜ 増員 ｜振替増減

4年度末

定 員
3年度末

定 員
実員数組織区分 要求事項

計

14

IITﾛ ﾛﾛﾛﾛI⑪bDh ﾛﾛﾛIpI jhhbh

93

課･室等
Q UI沖CjDDDヤゥbトbbD phphp Db”1 Dhhhh DhhDD

局･部全体

３
，
３

３
Ⅲ
５

11

叩叩叩h p

90

10

ﾛﾛ叩1 1Ⅷ佃帥,外力 DDDll ﾛﾛ叩Ⅱ IIII

88

○○のための××実施体制の整備に伴う新規
増／自律的再配置増

CC局DD課 トトIDD

1▲1▲2

要求理由＜組織体制＞
1 ．定員措置の必要性

①背景事情(閣議決定等の根拠､発生している問題･支障等）
②要求ポストの具体的な業務内容(類似する既存の体制との違いが分か
るよう記載）

③緊急性(既存の体制で対応できない理由、予算措置等他の手段では
問題が解決できない理由等）
④時限要求の場合､時限設定の根拠･理由
⑤最低級の要求でない場合､上位級の必要性
※自律的再配置要求の場合、業務改革の取組内容については、
別紙(業務改革の取組内容一覧)に記載

l ‐一一一一一

行(－)3級､| '級’
’ －－－－

’一ーーー一一

1仔白1 1
L一一一－一二

○○係

－課長補佐

行(一)6級DD課長 行(一)3級(欠）△△係1
il

◇◇係'出]__|行(-)3級[亜］
××係1 （併） 行(－)3級

－課長補佐

行(一)5級

－課長補佐

行(一)5級

〆

2.定員算出根拠

①要求ポストの業務量(積算に則||染まない企画立案業務等は､年間の業
務内容がイメージ(いつ、どこで､誰に､何を、どうするのか)できるよう、
具体例を記載）

②増員による効果(極力定量的に記載）

DD課の状況

定員 11人

実員 10人

うち併任 1人

要求

新規増 1人

自配 2人

▽▽係 2 行(－)4級、 1級

一○○専門官1

備考

(注)当該資料については､上記の記載事項が含まれる資料の提出により代替しても差し支えない。

□口係新1 行(一)3級

平成29年度 平成30年度

新1(○○専門官）

令和元年度 令和2年度

▲1(◇◇係員）

令和3年度

新1(▽▽係員）



’別添2－⑤

＝＝｜ 番号 ’
重要 定員増
課題 ’ 〔新規時限増､振替増､業務改革減及び見直し解除要求の例①〕

末 ’ 要求 ’' 4年度末
員｜ 減員 ｜ 増員 ｜振替増減’ 計 |定 員

4年度末

定 員
3年度末

定 員
実員数組織区分 要求事項

課｡室等
ﾛ ﾛﾛﾛhﾛ ﾛ叩I9 1IIII1 48F5r岬榊ｳ叩叩､”D叩

局･部全体

３
Ⅲ
６

14

II II1 PD叩III

l26

▲1

叩ﾛﾛ ﾛ叩I1 FD叩ﾛ DB叩h ﾛ叩叩叩Uq

▲2

２
Ｍ
６

２
岬
２

12
p叩I叩叩叩Ⅷ

120

1.1

JMBf■M“DhⅡ

120

○○のための××実施体制の整備に伴う新規

時限増/振替増/業務改革減/見直し解除
AA局BB課

要求理由＜組織体制＞
1．定員措置の必要性

①背景事情(閣議決定等の根拠､発生している問題･支障等）
②要求ポストの具体的な業務内容(類似する既存の体制との違いが分か
るよう記載）

③緊急性(既存の体制で対応できない理由、予算措置等他の手段では
問題が解決できない理由等）

④時限要求の場合､時限設定の根拠･理由
⑤最低級の要求でない場合､上位級の必要性
※自律的再配置要求の場合、業務改革の取組内容については、

別紙(業務改革の取組内容一覧)に記載

一
ｊ
一

一
１
一

一
▲
一

Ｆ
此
一
服
Ｌ
－
ｌ
Ｉ
Ｉ
－

２
－
Ｊ
一

級
一
級
一
一
‐
‐
‐
１

－
’
１
↑
｜
ｊ
｜

、
｜
、
一
一
級
一

級
一
級
戸
川
」

向
く
〕
｜
〈
く
〕
一
、

『
一
『
一
鍼

ｌ
こ
く
一
ｊ

行
一
行
一
一

く
一
く
一
く

一
一
行

一
一
く

一
側
一
》
一
過
純

３
１
１
１
＋編1|級）

課長補佐ユ ー｢○○係一△△係
○○課長1－

課長補佐1

○○専門官3 （行(一)5級､4級､3級）

2.定員算出根拠

①要求ポストの業務量(積算に馴染まない企画立案業務等は､年間の業
務内容がイメージ(いつ、どこで､誰に､何を、どうするのか)できるよう、

具体例を記載）

②増員による効果(極力定量的に記載）

＜過去5年間の定員増減状況＞

備考

(注)当該資料については､上記の記載事項が含まれる資料の提出により代替しても差し支えない。

本cc自振時見001

□口係時2 （令和○年度末まで)(行(－)3級、1級）

平成29年度 平成30年度

▲1（××係長）

令和元年度 令和2年度

▲1（○○係員）

令和3年度

新1(○○専門官）

自2(○○専門官）



※自律的再配置要求に対応する定員合理化による減に係る業務改革の取組内容について記載する。
※「業務改革の取組内容｣は取りまとめの上､12月の機構･定員査定結果の公表と同時期に､総務省ホームページにおいて公表予定である。
＜参考＞昨年度までの各府省の業務改革の取組及び機構･定員への反映状況
https://www・soumu.gojp/main_sosiki/gyoukan/kanri/gyokaku_O1.html

【○○省】

部局 資料番号 業務改革の取組内容
P

‐ P

,

合理化数

●●局××課 本●●自001
■■■■■

▲1

地方▲▲局 地▲▲自001
■■■■■

▲3

課
課
×
×
×
×
局
局
●
●
●
●

１
２
０
０
０
０
自
自
●
●
●
●
本
本

■■■■■

▲5



」’ ’

当該業務改革により合理化さ

れる人数を記載する。

部局
心

資料番号 業務改革の取組内容
寺
合理化数

●●局××課 本●●自001
■■■■■

▲1

地方▲▲局

課
課
×
×
×
×
局
局
●
●
●
●

地▲▲自001

１
２
０
０
０
０
自
自
●
●
●
●
本
本

』 b

■●■■■

▲3

▲5

新規増員及び振替要求書に記

載した資料番号を記載する。

※新規増員及び振替要求書

記載要領を参照のこと。

複数の部局において業務改革

による減を行い､大規模な自律的

再配置を行う場合など、自律的再

配置による増と業務改革による減

が1対1で対応していない場合には、

業務改革によって合理化を実施する組織名を記載す

る(課室等名だけでなく､必ず局･部等の名称から記入

｢記載上の留意点」

シートを参照のこと。



＜業務改革の取組内容配載上の留意点＞

主に以下の点に留意しつつ､取組内容を具体的に記載すること。

①業務改革の取組内容について､どのような業務について業務改革に取り組むのかを明確にすること(対象業務の明確化）
(例)既存業務､定型的な業務
×定型的な業務について効率化する
○…という定型的な業務について効率化する

(例)再任用職員の活用
×再任用職員を活用する

○再任用職員をご･の業務に活用する

②どのような業務改革に取り組むのか､どのようにして業務量を減らすかを明確にすること(業務改革内容の明確化）
(例)組織の統合･集約化､業務の一元化､体制の見直し
×2つの係に分散していた業務を、1つの係に集約することで､業務を効率化する
○2つの係に分散していた業務について、 . ．などの類似する業務を洗い出して 4

1つの係で一体的に実施することにより､効率的な運営体制とする

(例)ノウハウの蓄積､マニュアルの整備
×ノウハウが蓄積したため、当該業務を効率化する

効率化する○…のノウハウが蓄積したため、当該業務の 歸きを可視化し･ ･ ･をマニュアル化することで、…プーL

③その他､以下にも留意すること。
・外部要因による業務量の減少や他律的要因による業務の廃止だけでなく､業務改革による合理化であることを明確にすること
×A業務については業務量が低減するため､B業務に人員を充てる
○A業務を行うにあたり二･･のノウハウをもつ職員をB業務において活用することで業務を効率的に実施する

･再配匠による増員の必要性ではなく､再配置の原資となる業務改革の内容を明確にすること
× B係は…という業務追加が予想されるため､A係からB係へ人員を配置する

､A係からB係へ人員を配置する。○ 、は・ ・ ・を． っ－とで・ ・ ・とい ま ‘化を瞳

･来年度の定員を再配置するために取り組んでいる業務改革の内容を明確にすること
×…に取り組んだ

○…に取り組む



別添2－⑥

令和4年度級別定数等改定申請書
府省名

※(部局名）項名会計名 組織名

俸給表名

【記入要領】

1A及びB欄については､改定要求がない職名についても記入する。

2令和3年7月1日定数が令和4年3月31日予定定数と異なる場合は､A欄の令和4年3月31日予定
定数の上に令和3年7月1日定数を（ ）書きする。

3指定職俸給表以外の俸給表から指定職俸給表への新規適用要求は､切上要求として処理し、
マイナスのみc欄に記入する｡なお､指定職俸給表への新規適用要求数は､別葉(指定職
俸給表)に記入する｡また､指定職俸給表への新規適用要求である旨を備考に記載する。

4C～E欄の数字は､その欄内において相殺せずに記入する。

5下部欄外の会計､組織､項及び俸給表等は各葉ごとに記入する。

6複数の会計がある部局については､全会計の集計表を添付する。

(注）区分A～Eは次の事項とする。

A:令和4年3月31日予定定数

B:令和3年7月1日在職者

C:切上要求数(+.A)

D:役付増要求数及び同振替減数(+.A)

E:俸給表適用変更要求数(+.A)

職 名
(職務の級の定数）

区分 総数
職 務 の 級 等

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

備 考

岬
皿
州
恥

叩
伽
伽
側

帥
伽
岬
岬

Ａ
叩
Ｂ
叩
Ｃ
伽
Ｄ
》
Ｅ

岬
伽
岬
岬

帥
Ｍ
Ⅷ
軸

０
Ｍ
Ⅱ
列

０

０
岫
船
帥

的
川
船
０

０
０
０
師

０

０
伽
帥
卯

６
０
０

９
０
０
”

０
０
９
Ｍ
１
脚

０

０
０
０
伽

０
Ｍ
Ｍ
８

０
９
０
０

０
０
０
０

０

０
岫
杣
伽

０
０
６
０

０
０
０
９

０
０
０
０

０

帥
岬
帥
蝿

０
ｗ
９

０
㈹
０
０

０

０
“
帥
Ⅶ

０
０
０
０

０
０
０
０

９
０
０
９

０

０
Ｍ
艸
艸

０
０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

０

０
血
卿
畑

ｔ

ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

叩
０
０
８

伽
、
川
杣

０
０
０
伽

０
０
０
８

０

０
帥
伽
仙

０
０
０
０

０
０
０
０

０
０
６
０

０

６
仙
仰
帥

０
９
０
６

９
０
９
０

０
０
０
０

０

０
恥
師
加

０
６
０
０

０
９
０
０

６
０
０
０

０
０
９
０

０

０
Ｍ
帥
㈹

６
０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

０

０
Ｍ
”
伽

？
０
０
０

６０

０

０

０

９
帥
帥
“

０
６
０

０
０
８
卿

●
０
０
０

０

０
脚
艸
帥

０
０
６
０

０
９
０
０

９
０
０
０

０
６
０
０

６

０
血
皿
”

０

０
０
０
０

０
０
０
０

００

０

０

０

０

０

０

０

８
、
岬
”

０００

０

０

０

“
叩
伽
”

０

０
帥

０

９

０

０

０

脚
Ⅲ
皿
岬

０

０
Ｍ
Ｍ
叩

０

０
、
咽
卿

０

側
叩
Ⅱ
帥

００

０

１

０

０
Ｍ
伽
帥

０
０
０
０

０
０
０
９

０
０
０
９

００

０
ｍ
叩
皿

０
０
０
０

０
０
０
０

０

印
岫
帥
。
．
曲

６

０
曲

０

０

６
ｍ
岬
帥

０

船
０
９
■

０

０

叩
、
卿
血

０

０
Ｍ
卯
帥

０

０
Ⅷ
Ⅷ
皿

００

６
伽
Ⅶ
帥

０

０
帥
伽
叩

り
り
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

０

０
畑
皿

０

０

０卜 DOOOOOOOO“00900000600曲”1

Ｍ
卿
０
０

４８

８

脚
唖

０１０

Ｏ

０

ｂ

Ｏ
叩
１
０

００

０

９

曲

０

伽
咽

００

卸

０

０
側
０
０

６

６
ｍ
皿
血

０

９
０
０
０

■０

０

０

０

“
叩
皿
皿

０

０
Ⅱ
Ｍ
叩

０

０

０
ｍ
叩
卵

００

０
叩
帥
帥

０
△
０

０

０
０

９
叩
帥
軸

０

０

帥
ｍ
血
”

８

０
帥
０
０

０
０
脚
血

０

０
０
０

，
帥

０

０

０

０

９

０
軸

０

０

卜
叩
恥
帥

０

９
０
０
０

０

０

０
ｍ
岬
帥

０

ｔ
０
０
Ｏ

Ｏ
０
０
Ｏ

Ｏ

Ｏ
伽
加
帥

０

０
Ｍ
抑
帥

０
０
０
０

０
０
０
０

０

０
仙
仰
卯

０
０
９
０

０

０
㈹
帖
側

０

８
帥
艸
帥

０

卿
肌
皿
軸

００

０

０
００

伽
叫
岬
皿

０００

０

０

０

脚
、
Ⅶ
皿

０
０
閲
”

９
０
０

６

０
帥
柵
０

０
０
０
齢

０
０
０
■

０
０
０
０

０
６
０
０

０

０
Ｍ
帥
Ｍ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
９
０
翻

り
０
０
０

０

０
０
０
０

６
Ｍ
加
珊

６
０
０
０

６
０
０
０

０
０
０
０

０

０
帥
伽
刷

０
６
０
８

６
０
０
０

０
０
０
６

６

０
“
岫
仙

０
６
１
８

Ｏ
Ｇ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
０
０
Ｏ

Ｏ

Ｏ
的
伽
伽

９
０
０
９

９

９
帥
岫
岫

９
９
９
８

６

０
㈹
帥
棚

０
０
０
９

卜
０
０
０

０

０
㈹
仙
叩
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０
０
０

０

０
仙
帥
卯

０
０
０
０

９
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０
０

０
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９
０
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０
曲
㈹
舶

齢
恥
的
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僻
０
６
０

曲
、
血
皿
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０
０
０

０

０
０
０
６

０
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０
帥
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０
６
●
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閲
岫
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０
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０
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０
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０
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“
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伽
曲
帥

０
０
０

０
船
０
帥
８
恥

０

抑
血
Ⅲ
血

９

０
仙
Ⅱ
帥

Ｑ

Ｏ
Ｏ
伽
郡

も
帥
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※(部局名）項名会計名 組織名

俸給表名指定職俸給表

【記入要領】

1A及びB欄については､改定要求がない職名についても記入する。

2令和3年7月1日号俸数が令和4年3月31日予定号俸数と異なる場合は､A欄の令和4年3月31日予定号俸数の上
に令和3年7月1日号俸数を（ ）書きする。

3指定職俸給表以外の俸給表から指定職俸給表への新規適用要求は､格上等要求として処理し､C欄に記入す
る。また､指定職官職の号俸の格上要求は､C欄の備考欄に号俸別に要求数を記入(例:1号俸→2号俸(1))す
る。

4C～Eまでの欄の数字は､その欄内において相殺せずに記入する。

5下部欄外の会計､組織､項及び俸給表等は各葉ごとに記入する。

6複数の会計がある部局については､全会計の集計表を添付する。

(注）区分A～Eは次の事項とする。

A:令和4年3月31日予定号俸数

B:令和3年7月1日在職者

C:格上等要求数(+.A)

D:振替増要求数及び同振替減数(+.A)

E:俸給表適用変更要求数(+.A)
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別添2－⑦

令和4年度級別定数切上げ要求理由及び就任者の状況調

(府省）

(指定職俸給表）

(会計）

(行政職俸給表(-) 10級）

(注）指定職及び行(－)7級以上につき作成(その他の俸給表については､行(一)7級に相当する級以上)。なお､6級以下(その他の俸給表については相当級)については､職務の級の定数の職名及び職務の級ごとに、
改定理由､改定数の積算根拠等を明らかにする資料を任意の様式にて提出すること。
「就任者の状況｣欄に指定職俸給表が適用されている職員を記入する場合は､適用されている号俸及びその号俸の適用年月日を記入すること。

組織･項等の

区 分
要求職名 要求官職の具体的な職名

要求理由(別紙）

(別紙番号）

就任者の状況

現任者 前任者 前々任者

採用年

試験

就任

年月日

級号俸

(昇格年月日）
前官職

採用年

試験
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期間

転出直後の級号俸
(昇格年月日）

就任前官職

転出後の官職

採用年
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期間
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別添2－⑦

令和4年度級別定数切上げ要求理由及び就任者の状況調

(府省)○○省

(指定職俸給表）

(会計)○○○

(行政職俸給表(-) 10級）

(行政職俸給表(－） 8級）

(注）指定職及び行(－)7級以上につき作成(その他の俸給表については､行(－)7級に相当する級以上)。なお､6級以下(その他の俸給表については相当級)については､職務の級の定数の職名及び職務の級ごとに、
改定理由、改定数の積算根拠等を明らかにする資料を任意の様式にて提出すること。
「就任者の状況｣欄に指定職俸給表が適用されている職員を記入する場合は､適用されている号俸及びその号俸の適用年月日を記入すること。

組織･項等の

区 分
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要求理由(別紙）

(別紙番号）

就任者の状況

現任者 前任者 前々任者

採用年
試験

就任

年月日

級号俸

(昇格年月日）
前官職

採用年
試験

就任

期間

転出直後の級号俸

(昇格年月日）

就任前官礒

転出後の官職

採用年
賦験

就任

期間

転出直後の級号俸

(昇格年月日）

就任前官臓

転出後の官聴

(組織)○○本省

(項)○○本省共通費
局長 ●●局長 指－1

S60

I種･法
R2.7.5

0）
総括審議官

S59

上甲･法

R元.7.20

R2.7.4

指－5
(R2．

総括審議官
00●De0｡●◆e60QQq8OGOOQDDD000●●●●e0OQC○4

××局長

S58

上甲･法

H28.7.11

R元.7.19

指－5
(R元.7.20）

××局審蟻官
｡･･p●QeUOqooOeOQ●●●eQOOe号号う●cQCO QQ0Q0eOoO

××局長

■ ●

－

（ ． ． ）

● ●

● ●

■■■■■■■

（ ． ． ）
0Q““00”000000”0000叩QMOOO”0◆“01

● ●

● ●

一

（ ． ． ）

組織･項等の

区 ′ 分
要求職名 要求官職の具体的な職名

要求理由(別紙）

(別紙番号）

就任者の状況

現任者 前任者 前々任者

採用年
試験

就任

年月日

級号俸

(昇格年月日）
前官職

採用年
試験

就任
期間

転出直後の級号俸

(昇格年月日）

就任前官職

転出後の官職

採用年
賦験

就任

期間

転出直後の級号俸

(昇格年月日）

就任前官聴

転出後の官職

(組織)○○本省

(項)○○本省共通費
課長 ▲▲局○○課長 10－1

H6

I種･法
R2.7.5

9－35

(H29.7.1)

▲▲局

参事官

H3

I種･行

H30.7.11

R2.7.4

10－－10

(R2.7.5)

▲▲局参事官
Q Q0QOD0eeOQ･oeGOOGも0606■■g0 QQbbQOe0DO 1

○○局総務課長

H元

I種･法

H29.6.17

H30.7.10

指－3
(H30.7.11)

大臣官房付

(併内閣参事官）

大臣官房審織官

● ●

■■■■■■I■■

（ ． ． ）

● ●

■ ●

一

（ ． ． ）
｡●D●､O●●｡●●”●｡●●輔｡QOggn“QGc唖B””I

｡ ■

● ●

1■■■■■■

（ ． ． ）
0■●O●･Qq■■■G00GGOBqgeebQD･●e9Ge0●●●●･●｡●Q

組織･項等の

区 分
要求職名 要求官職の具体的な職名

要求理由(別紙）

(別紙番号）

就任者の状況

現任者 前任者 前々任者

採用年

試験

就任

年月日

級号俸

(昇格年月日）
前官職

採用年

試験

就任

期間

転出直後の級号俸

(昇格年月日）

就任前官職

転出後の官職

採用年
試験

就任

期間
転出直後の級号俸
(昇格年月日）

就任前官職

転出後の官臓

(組織)○○本省
(項)○○本省共通費

室長 ▲▲局××課。◎室長 8－1
S63

Ⅱ種
R3.4.1

7－－40

(H29.7.1)

▲▲局

□口課

鯛査官

H10

I種･法

H31.4.1

R3.3.31

8－42

(H30.4.1)

▲▲局ロロ課

企画官
OeOq■QOOO“､､●0●DCDQQe●QQQ｡■gqqqEg舎邑8 1

●●局。◎課長

S59

中級

H28.7.7

H31.3.31

8－25

(H31.4.1)

(独)●●機檜○○部長

、■●●c000QObe000●■｡■■■■ qOO0●geOQOBDDDeDDO●

▲▲局◇◇課

企画官

■ ｡

1■■■■■■

（ ． ． ）

● ●

● ●

－

（ ． ． ）
b■gGdg b●■opeeeC●B●ｳ●■あ●●●◆●●争｡●｡●●○aaQ

● ●

● ●

一

（ ． ． ）
■●●●鈍◆◆●ODG●●■■●●●●●●●争｡●● ■｡●●●●●●O･●●●●
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Ⅱ 』 言 一： ， ，声数切上げ要求理由説明書(行(－)7級相当以上

(府省） (会計）

(別紙番号）

組織･項等の区分
要求職名

(要求する職務の級等）
要求官職の具体的職名 級別定数の流用の状況

(組織）

(項）

要求官職(課等)の職務内容

※重点要求は､詳細を別資料(任意様式)としても可。

職務の複雑､困難､責任の度の評価等

※重点要求は､職務の複雑､困難責任の度の評価､人事管理上の観点等を端的に記載すること。
なお､詳細を別資料(任意様式)としても可。

※業務量､定員、予算額の推移等データで示せるものがあれば可能な限り記載すること。
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令和4年度級男|l定数切上げ要求理由説明書(行(一)フ I目 、′し (別紙番号） 10－1

組織･項等の区分
要求職名

(要求する職務の級等）
要求官職の具体的職名 級別定数の流用の状況

(組織)○○○本省

(項)○○○本省共通費

課長

(行(一)9級→10級）
▲▲局○○課長

要求官職(課等)の職務内容

○○課においては、□口及び△△行政に関する制度の企画及び立案に関する業務、××に関する調査及び
企画に関する業務、「○○基本計画｣策定に関する業務を所掌している。

※重点要求は､詳細を別資料(任意様式)としても可。

職務の複雑､困難､責任の度の評価等

①○○法改正に伴う許認可件数の増加及び審査内容の困難化
令和○年の○○法の改正に伴い△△の許認可件数が改正前の▽▽件から▼▼件に増加するとともに審査内容も××の改正
があったことから複雑･困難化しており、当該許認可の決定権者である本官職の職責は高まっている｡また、 ・・…･････…･･。
②□口見直しによりハイレベルな調整の件数増加
令和○年○月に閣議決定された｢○○基本計画｣において、□□について不断の見直しを行うこととされたことに伴い､地方
自治体､大学など関係団体との意見調整を行う回数が○○件から、●●件へ増加し､調整相手の役職段階も､事務方のみ
ならず副知事や大学学長クラスとハイレベルになっている。
また､利害の対立する△△や▲▲の意見を調整し、××を作成する業務は非常に困難な業務であり、 ･･･…････。さらに各
省庁間の意見調整では､相手省庁における各局の筆頭課長クラスなど、当該官職より格上の者との調整を行うなど､その職責は
従来に比べ複雑･困難となっている。

③■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■

◎

※重点要求は､職務の複雑､困難､責任の度の評価､人事管理上の観点等を端的に記載すること。
なお､詳細を別資料(任意様式)としても可。

※業務量､定員、予算額の推移等データで示せるものがあれば可能な限り記載すること。

令和3年7月○日から、■■局△
△課長の10級を流用。

※要求官職について､定数の流
用による運用存行っている場合に

その状況を記載すること。
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(1） 本府省課室別・職名別定員配置表

府省名

’
’ |__|ー｜

｢一~. ･･ ･.T･････ー･ロ1．･･･
呂＝＝＝＝

『△
八
一
［

ヱエ1JI■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■

『
－1■■■■■■ I■■ I■■ ■■■■■■■ I■■ I■■■■■■■■ I■■ I■■ I■■■■■■ ■■■■■

「ー rー 千一一一Iーー一可
I■■ 1■■ I■■ 1■■ I■■■■■■■■ ■■■

T
1■■■■■■ I■■ー

｢ー ~Tー一－'一一一可
ﾛ■■ ■■■ ー■■■l■■■■ q■■

、 「ー ~「 司
I■■ I■■ I■■■■■■

1
I■■■■■■ I■■ I■■ I■■ I■■ q■■ q■■ I■■ ■■■■■■ 叩■■ I■■

刃

【記入要領】

1 この表は、本府省の年度末定員を課別（室別） 、俸給表別、職名別に記入する。

2 この表における職名は、級別定数上の職名を基本とし、当該組織の役職段階に応じて適宜区分する。

この場合において、専門職については､準課長級は室長級欄に計上し、その他は｢課長補佐級｣、 「係長級｣等に適宜区分し、合計数を記入する。

なお、具体的職名を分けて記入したい場合は、適宜欄を追加すること。

3行(一)、専行、税務、公安(一)及び公安(二)の各俸給表以外の俸給表適用官職については｢左記以外の俸給表｣として俸給表別の配置定員を記’行(一)、専行、税務、公安(一)及び公安(二)の各俸給表以外の俸給表適用官職については｢左記以外の俸給表｣として俸給表別の配置定員を記入するものとし、

職名別定員は記入不要とする。なお、具体的職名を分けて記入したい場合は、適宜欄を追加すること。

課内室(記入例:××室及び□口室)については､室名及び配置定員について（ ）書きで再掲する。4

局

又は

部

課 名

俸
給
表

行(一） ・専行・税務・公(一） ・公(二）

課
長

室
長
級

課
長
補
佐

係
長
主
任

專 ﾖ9脂 i等

課
長
補
佐
級

補
佐
係
長
級

係
長
級

一
般
職
員

左記以外の’奉給表

指

定

行

（
一
一
）

△
△

ﾉI 、

計

計

総務課

）

課
室

○○
××（

二＝
■■■■■■

■■■■■■＝二

△課
＝＝呂＝

△
＝

■■■■■■■

■■■■■■

■
■

’

大
臣
官
房

計小

:＝＝＝＝

1

1

1
＝＝二二＝

6

1

(1)

目＝＝＝呂＝

3

4

5

(2)

4
二＝二呂＝呂

18

9

8

(2)

＝

9
■■■■■■

■■■■■■

＝：

40

4

3

2
二＝＝＝＝

13

＝＝＝二＝ 呂二＝呂＝＝ ＝二目＝＝呂

20

18

(4)

二

10
■I■■■■■

■■■■■■■

＝

63

ﾆーーーー

5

3

＝目＝＝＝＝

3

＝二二＝＝

3

＝＝＝呂＝：

8

43

38

(9)

27
!■■ ■■■■■■ q■■ I■■ ■■

I■■ ■■■■■■ 1■■ l■■ q■

164

1 4 9 2 23

＝＝＝＝＝ 目＝＝目＝＝ ＝＝呂＝＝= ＝目＝＝＝： 目＝＝＝＝ =＝三＝＝ =＝＝呂＝＝ ＝＝＝呂＝呂 ＝目＝＝＝

●●課

(□口室）

1 1

(1)

2

(2)

4

(2)

20

(3)

６
〕
４
⑱

4 2 14 23 8 58

計 専行

42 17 120 325 58 150 13 3 16 861

口
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( ．

庁(一） ・專行・税務・公(一） ・公(二）

． 專 門 職 等

罷謂… 補佐係長級 ｜ 係長級

I熊; 壗丁上‘｜
囮、■■■■■■■ﾛ■ l 1 1 1 1 1 1

p｢|TIT '| | | | | ||| ||| |I| I
斗"H=半"|斗=L｣=ILAF|"==H-|｡≦目=*｡|
団■囿図囿皿■■四’ ’ 4 1 1 4 1 1 1
囚■■■■■■■■l l l l l l l l l l

昌聖計｡羊1三F言陰斗一｡｡=｣=半｡|=|="ﾄ｣｡~=I
pllll胴| ' | ， |暇lll l l lll l l
囹画■■m－l l l l l l l l l l l l

聿皇｣｡判='｡"陰｣等｡』二 =半↓=坐'4=|=＝=半=」
翻■師師師”配回顧’ 4 1 1 4] l l l
図四■■四■■關函 | 7 1 7 1 1 1 141 1 1

;lIl
官門専△

職×××

４計

◎専職門

専門職

ート。、
川畑二口

計小

’

土|==LJ='L= ニーーニ＝
==声一■

3 1 3 1 2 5 1 1 1 1 1 ■国
l I l l l－ l■■

=|=sL｣==_|__L｣
,－．．1 ．．－－＝＝＝ ＝＝

l l’

Ｐ

×
一
目

三ゴー
~5~F｢

=＝〒＝＝芦引＝〒= ==i==戸弓＝〒=1=

U|~5~F｢
ﾛ■■■ ’ ’ ’ 1 I

二工三Eｴｪｰ』=1冨坐』=韮!=|=些雲駒4=

＝＝＝＝畠＝

■■■■四■

…
■■印画■
ﾛ■■■■■囮2

【記入要領】

1 この表は、本府省の年度末定員を課別（室別） 、俸給表別、職名別に記入する。
2 この表における職名は、級別定数上の職名を基本とし、当該組織の役職段階に応じ
て適宜区分する。

この場合において、専門職については、準課長級は室長級欄に計上し、その他は

｢課長補佐級｣、 「係長級｣等に適宜区分し、合計数を記入する。
なお、具体的職名を分けて記入したい場合は、適宜欄を追加すること。

3行(一)、専行、税務、公安(一)及び公安(二)の各俸給表以外の俸給表適用官職につ
いては｢左記以外の俸給表｣として俸給表別の配置定員を記入するものとし、

職名別定員は記入不要とする。なお、具体的職名を分けて記入したい場合は、適宜
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(2） 管区機関の部別・職名別定員配置表

府省名

’

可F
機IMI 9級1

ﾖの次長 8

.一1．．~. .一．.･可.･一････ ･一･r･･ ･､一････I･一
■■■■■■■■l■■

T
■■ ■■■■■■■■■■

.T････.． ､一･･･I･･ ･一･･･~． .･･･T・
I■■ I■■■■■■■■ I■■

、
■■■■■■ 1■■■■

ー･I････ .一･~･･･1..一･･~. ..ーl「
■■ ■■l■■■■■■■■ ■■ I■■ ■■■■■■■■ I■■

可T
■■■■■■■■■■

『 伝 ~I一･････一･･･1..一･･ ･･･~ー『。
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ l■■ ロ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ー■■■■■■■■

T
■■■I■■■■■■■

【記入要領】

1 この表は、管区機関の年度末定員を部別、俸給表別、職名別に記入する。

2 この表における職名は、級別定数上の職名を基本とし、当該組織の役職段階に応じて適宜区分する。 この場合において、専門職については、 「課長級｣、 「課長補佐級｣、 「係長級｣等に適宜

区分する。なお、 「主任｣には技術職員等従前から主任級としている官職を含むものとする。

3行(一)、専行、税務、公安(一)及び公安(二)の各俸給表以外の俸給表適用官職については｢左記以外の俸給表｣として俸給表別の配置定員を記入するものとし、職名別定員は記入不要とする。

なお、 「俸給表｣欄は、行(一)については記入不要とする。

4 「機関の長｣及び｢機関の次長｣欄には職務の級と数を記入し、小計欄の計に加える。

5 「部長｣欄には、職務の級を附記する。

管区局名 部名

俸
給
表

行 （一） ． 専 行 ・ 税 務・公 （一） ・公 （二）

部
長

部
次
長

課
長

課
長
補
佐

係
長

主
任

専 門 職 等 ’

課
長
級

補
佐
級

係
長
級

○
○
級

一 般

職員

左記以外の′奉給表

行

(二）

△
△

ﾉ1 、

計

計

出先機関

の定員

関東△△局

機関の長 指 1

機関の次長9級1

総務部

××部

■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■

■■■■■■■■ ■■■■■■ー■

小計

専行
＝呂＝＝＝日

専行

(9級）

1

(8級）

1

I■■■ 1■■ ■■ ■■■■■■ 1■■

I■■■■■ ■■一■■

3

1

1

I■■ー■■■■ ■■ﾛ■

I■■ ■■■■■■■■ 1■■■■■

4

4

3

一
一
一

■
。 ＝＝呂＝二

12

■ ■■■■■■■■ I■■ ■■■■■

■ ■■■■■■ 1■■■■ ■■■■■

30

8

5

■■■■一■■■■

■■■■ ■■■■■■■■■■

65

2

1

＝呂＝＝＝＝＝弓

9

■■■■ ■■■■■■ 」■■■■

l■■ ■■ ■■■■■■■■ー

1
ﾛ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■

■■■■■■■一■■■■■■ ■

1

1

15

2
■■ ■■■■■■■■■■■ 。■

■■一ーーq■

38

2

1

34

4
ロ
一
一
一
一
一
一
一

80

4

＝＝

‐
１
Ｊ
「
一
一
口
一

’
’

12

36

■■■■■一■■

■■■ 1■■ ■■■■■■ ■■■

72

6

目＝＝＝＝＝＝

6

I■■ I■■ ■■■■■■■■ I■■■■

I■■ 1■■ ■■■■■■■ 1■■■■

6

g＝＝＝＝二＝＝

6

36

103

■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■

■ ■■、一■■■■■■■■

I■■ ■ﾛ■ I■■■■■■ I■■ l■■ q■■

1■■ 1■■ I■■■■■■ I■■ I■■ q■■

293293

口口
総務部 (8級）

1 1 3 7 1 1 1 10 4 4

(7級）

1 1 3 5 1 13 30 29

328

29

3 3 10 32 60 8 32 75 ’ 70

計 専行

21 22 78 235 475 42 4

7

170

15

300

45

’
’

493 33 33 1,958 2，125

’
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(3) 府県単位・出先機関・施設等機関の機関別・職名別定員配置表

府省名

’
【記入要領】

1 この表は、府県単位機関、出先機関及び施設等機関の本局、本所等の年度末定員を管区局等別、機関別、俸給表別、職名別に記入する。

2 この表における職名は、級別定数上の職名を基本とし、当該組織の役職段階に応じて適宜区分する。 この場合において、専門職については、 「課長級｣、 「課長補佐級｣、 「係長級｣等に適宜

区分する。なお、 「主任｣には技術職員等従前から主任級としている官職を含むものとする。

3行(一)、専行、税務、公安(一)及び公安(二)の各俸給表以外の俸給表適用官職については｢左記以外の俸給表｣として俸給表別の配置定員を記入するものとし、職名別定員は記入不要とする。
なお、 「俸給表｣欄は､行(一)については記入不要とする。

4 「機関の長｣欄には、職務の級を附記する。

5 「出先機関の定員」欄には、本局等の定員を除く出先機関等の定員を記入する。

管区局名等 機関名

俸
給
表

行 （一） ． 専 行 ・ 税 務・公 （一） ・公 （二）

機
関
の
長

機
関
の
次
長

部
長

課
長

課
長
補
佐

係
長

主
任

専 門 職 等

課
長
級

補
佐
級

係
長
級

○
○
級

一 般

職員

左記以外の′
‐
『
易
一

行

(二）

△
△

忌給表

ﾉI ､

計

計

出先機関

の定員

東北○○局

青森○○所

○所

■■■■■ ロ■■■■■

l『････国~･‐ー..･･･一・・

小計

専行

二二＝

専行

(7級）

1

(6級）

1
■ I■■■■ ロ■■■■■■■ ■

■ I■■.■■■■■■■■■■ ■

6

1

■■■■■■

■■■■■■■

ロ
一

１
二 ■■■■■■

■■■■■■

4

3

■■■■

■■ I■■

，

＝＝
ロ
ロ
ロ
ロ

11

7

＝＝

6
＝=

■■■■■■

■■■■■■

34

24

21
■ U■■ ■■■■■■■■■■ ■

■ ■■ ■l■■■■■ l■■■■ ■

110

32

30
■■■■■■ ■■I ■■■■■■■

■■■■ l■■ ■■ ■■■■■■ ■■

173

5

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
「
こ
こ

６
－口重

32 ’
’

1

1

■■■■ ■■■ ■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■■■■

1

1

3

■ー■■■■ 1■■■■

■ ■■■■■■ 1■■■■ ■■■■■

2

3

6

l ■■■ ■■－1■■■

I ■■■■ ■■■■■■＝■

6

＝＝二三＝＝

6

20

】
ロ
ロ
ロ

18
■■l■■■■

■■■■■■

■■ l■■

I■■一

131

3

=＝

１
二】車 ■■■■■■

■■■■■■

22

■ ■■ ■■■■■■■■ 1■■■

■ ■■ ■■■■■■■■■■■

3

1
ﾛ■■■■■■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■■ ■l■■■■■■

22

107

86
■■■■■■■■■■ I■■ ■■■■■■

■■ ■■■■■■ 1■■一■l■■■■■

542

32

35
1 1■■■■■■■■■■■■ー

I ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■

125

Ｂ
■ ＝＝

関東○○局

一
一
画
】

■■■■■■

Q■■■■■

ロ
一
一
一 ＝＝

卓
ロ
ロ
ロ

茨城○○所

■■■■■ I■■ I■■ ■■■■■■■ I■■ I■■ ■■■■■■■

＝＝

小計
■■■■

■■ I■■

■■l■■■■

1■■■■■■

一
口
口
車 ＝＝

専行

＝二＝

専行
二三＝

(7級）

1

(7級）

1
■ l■■ ■■ ■l■■■■■ 1■■■

■ ■■■ ■■一1■■■

8

B 1■■■■■■■■■■■■■

ロ I■■■■ ■■■■■■■■■

1

■■■■■■■

I■■■■■■

一
一

’
二 q■■■■■

1■■■■■

6

＝＝呂呂＝＝

3

＝＝

3
■■■■■■■■

■■■■■■■ ＝＝

14

1■■ ■■ ■■■■■■ q■■ ■■

■■ I■■ ■■■■■■■■■■

7

ﾛ■■■■■

■■■■■■

8
＝＝

■■■■ﾛ■■

■■■■■■

45

＝＝二二＝二

23

24
■■■ ■■■■■■■■■■ ■

■■■ ■■■■■■ I■■ 1■■ ■

143

■ ｛■■ ■■■■■■■■■■ ■

■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■

30

32
■
・
一
一
口
一
口
一
一
一

210

■■■■ 1■■■■ ■■■■■■ ■■

■■■■ l■■. ■■ ■■■■■■ ■■

7

8
＝＝=＝＝＝ 薑
61 ’

ー■■■■■■■ l■■ I■■＝

■■ ■■■■■■ 1■■ l■■ I■■

1

1

l■■ I■■ I■■ I■■■■■■ I■■

■■ ■■■ I■■一ー

3

4
■■■■ ■ﾛ■ ■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■■＝

3

■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ I■■ I■■■■

7

9
■一l■■ ■■ I■■■■

■ ■■■■■■ 1■■■■ 1■■■■

6

I■■ I■■－1■■■

I■■ I■■ ■■■■ﾛ■■■ ■■■ 0■

ロ
ロ
ー
ロ

24
:＝二

■■■

■■■

＝呂＝＝三目＝＝

’

＝＝二二＝＝

22

三三

30
目＝＝ ＝＝

162

■I■■■ ■■■■■■－1■■

■■ I■■ ■■■■■■＝■■

4

一
一

5
＝＝

1■■■■■■

■■■■■■■

24

ﾛ■■■■■■■■一

■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■

■ 1■■ ■■■■■■■■ー■
■ ■■■ I■■■■■■ ■■■ I■■ ■

■ ■■ ■■■■■■■■ I■■ ■

■ ■■ ■■■■■■ ■I■■■■

4

5
■■■■ 1■■ I■■ I■■■■■■■

■■■■ I■■ I■■ ■■■■■■■ ■

24

■■■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■■■■ ■■I■■■■■

109

112
■■ ■■■■■■■■■■一

■■ ■■■■■■■■■■ I■■ ■■■■■■

720

■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■

l■■ ■■■■■■ 1■■ ■■ ■■■■■■

38

45
B ■I■ ■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■■
、 I■■ ■■■■■■■ l■■－1■■■■■

194

、 ■■一1■■ 1■■ ■■■■■

， ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■

計
専行

47 40 128 251 512 1．285 329 ’
’

27

22

65

46 58 6

1．038 142 142 3.996 913
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令禾口3年8月15日現在のマス目

【課長マス目】
）6） 8級1COC
－

Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ

0

司ＩＩＩｌｌｌ

＜記入内容の例について＞＜枠の表示について＞

『司・･･･既10級査定ポスト 50人･･･課長を含む職員数であり、 「職名別定員配置表」の計

) 10補…課長補佐数であり、 「職名別定員配置表」の課長補佐

口
匡
□

（ ･ず. （職名）の
2M10G…平成2年入省行法経10級

7K8G…平成7年入省技術系8級

59中大8G． ･昭和59年入省中級大卒8級

60Ⅱ大8G．･昭和60年入省Ⅱ種大卒8級

・・・･既9級査定ポスト

熾名） 間掛 ）（

．・・・8級ポスト

｡･･･本年の10級要求ポスト

）（ 全体に網掛け ：

｡･･･本年の9級要求ポスト

全体に網掛け、 ）（

【準課長マス目】

OC
「
一

１
０
１
I

ヨ
Ｉｌｌｌｌｌ I

＜記入内容の例について＞＜枠の表示について＞

F=二二-コ…･既8級査定ポスト

…号
57初高7G．…･昭和57年入省初級試験高卒7級

（その他は課長マス目に準ずる。 ）（ ．． ，.の職名の網掛’ ）

F司…柵ポｽ I･n･…当該官職における俸給①特別調轄額の種別

門…藤鰹謙ポ至上 Ⅲ人…部下数（枠全体に網掛け、かつ、太枠） （当言(当該準課長の指揮命令

系統下にある者に限る｡）
※課長の標準級が10級に格付けされている課に

ついては、課名欄の前に★を付し、標準級が

8級に格付けされている課については、課名

欄に（ ）を付す。

用紙はA4縦使用とする。
表頭にポスト数を表示するとともに、 （ ）で現在員を記入する。

課長マス目と準課長マス目は別葉とする。

１
２
３
４
５

ｊ注ぐ

次は扱い年次とする。

ポストの記載順序は、建制順とする。
●

大臣官房
★人事課

50人10補
2M10G

★総務課

35人7補
3M10G

参事官
(□□）

6M9G

参事官
(◎。）

59中大8G

○○局
UU同呆

40人8補
5M9G

0OW

35人7補
8M8G

参事官
(△△）
12人5補
60Ⅱ犬8G

★O O a;
引
く （○○計 ↓ ） ○○計

勺
１
－
も

OO室長

1-17人

9M8G

企画官

（○○）
Ⅱ-11人

9K8G

企画官

（▽▽）
Ⅱ－6人

14M7G

○○企画官

Ⅱ－10人

57初高7G

○○官

Ⅱ-16人

10M8G
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俸給表 府省名 組織区分 学歴区分 適用日

R3.7

級別・年齢別在職者数

（任期付職員は別添2－⑫に、再任用フルタイム職員は下表にそれぞれ記載する。 ）

年齢は、年度末年齢とする（下表も同じ。 ） 。

【再任用フルタイム職員（外数） 】．

年齢 合計 1OG 9G 8G 7G 6G 5G 4G 3G 2G 1G

計

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65以上

61

62

63

64

65
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R3.7. 100 00

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｊ口 5

1

５
３

５
５

5

7

５
９

6

1
６
５
以
上

６
３

４
５

4

7

４
９

3

3

３
５

３
７

３
９

4

1

４
３

2

1

２
５

2

7

２
９

3

1

1

9

２
３

100％

構
成
比 90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

■ ■ 凸 b ■ ■ ■ ■ ■ m 6 h ﾛ ﾛ 』 ■ ■ ■ ■
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任期付職員の状況

府省名

(例1）

(例2）

「任期付職員」 とは、任期付職員法に基づき採用された任期付職員をいう。

全会計で人事管理をしている場合は、全会計のみを作成することとし、一般会計・特別会計で分けて作成する必要はない（ 「会計」欄には「全会計」 と記入する。 ） 。

「俸給表」及び「職務の級」欄には、その者が就いている具体的官職に適用されている俸給表及び職務の級を記入し、 「級又は号俸」欄には、その者が実際に受けている級
（特定任期付職員の場合は号俸）を記入する。

「採用予定者数」欄には、採用が確実に見込まれる場合のみ記入する。

(注）1

2

3

4

会計 組織 俸給表 職務の級 職名
級又は

号俸
現在員
(R3.7.1)

任期満了予定者数

R3.7.1

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.6.30

R4.7.1

～R5.3.31

R5.4.1
～

採用予定者数

R3.7.2

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.7.1

R4.7.2

～R5.3.31

全会計 本省 行(－） 5 専門職 5 4 2 1 1 1

全会計 本省 行(一） 6 特任-2 1 1
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代謝見込み（退職等一覧） 【行(一)等】
府省

組登

俸給表

人事グループ

会計

、
3級 2級5級指定 1 1級 8級 7級 6級 4級1o級 9級

早期退

抱考散

定年退

胞考歓

早期退

礎者歓

定年退

職者數

早期退

淑番數

定年退

遜者数

早期退

廠者蝕

定年退

職者数

早期退

癒者敵

定年退

職者数

早期退

職者数

定年退

唾考数

早期退

職帝散

定年退

職考数

早期退

職者数

定年退

職肴数

早期退

職者散

定年退

轍者敗

早期退

職者註

定年退

謹者数

早期退

魔者数

定年退

賦者数
転出 転入転出 転入転入 転出 転入 転出 転入 転出 転入 転出 転入転出 転出 転入 転出 転入 転出 転入転出 転入

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

ヨ
ヲ
圭
子

ヨ
ヨ
「

乏
三

／ ／ ／ 〆 ／ /〆 〆過去5年平均

／ ／ ／ 〆 ／ 〆 ／過去3年平均

ご
／

竺
〆

ニ
ノ 二 竺

〆

／ ノ
ア

7月1日

現在

実網

令
和
３
年
度

〆
7月Z日

以陦

見込み

『
ｊ
ク
」
勺
）
４
頁

ｊ注ぐ 全会計で人事管理をしている場合は、全会計のみを作成することとし、一般会計・特別会計で分けて作成する必要はない（ 「会計」欄には「全会計」と記入する。 ） 。

早期退職者数には、自己都合退職者数を含む（免職者数、失職者数、死亡者数は除く。 ） 。

転出とは、他府省等への転任者、同一府省内|こおける他の組織･人事グループへの異動者、他の俸給表への異動者、人事交流による辞職者、派遣・休職･休業となった者をいう (再任用ﾌﾙﾀｲﾑ職員及び任期付職員の任期満了は含まない｡ ) ｡

転入とは、他府省等からの転任者､同一府省内における他の組織･人事グループからの異動者､他の俸給表からの異動者､人事交流による採用者､派遣･休職･休業から復帰等した者をいう (再任用フルタイム職員及び任期付職員の採用･任期更新は含まない。 ）
黄色の部分は記入不要。



別添2－⑬ 代謝見込み（退職等一覧） 【行(二)】
(改定要求のない部局についても記入)

府省： 組織 会言 全会言

合計〕
R4年度

採用見込数(E)

R3,7.2～R4，3．31

採用見込数(B) 昇格見込数
(A)+(D)

代謝等
(C)-(B)-(E)-(F)

欠員

状況
R3年度末

定数

R3.7.1

在職者数
必要数定削見込数

(F)
昇格見込数
（D）

退職見込数
（C）

昇格見込数
（A）

散
再任用
フルタイム

再任用

フルタイム
再任用以外 再任用以外

1

３
２

1

[旧技(甲)〕

R4年度

採用見込数(E)

R3.7.2～R4.3.3］

採用見込数(B) 昇格見込数

（A)十(D）

代謝等

(C)-(B)-(E)-(F)

欠員
状況

R3年度末

定数

R3.7.1

在職者数
必要数定削見込数

（F）

退職見込数
（C）

昇格見込数
（D）

昇格見込数
（A）

散
再任用
フルタイ」

再任用
フルタイム

再任用以外再任用以外

４

３

２

’

１

〔日技(乙)〕

R4年度

採用見込数(E)

R3.7.2～R4．3．31

採用見込数(B) 昇格見込数
（A)+(D）

代謝等、

(C)一(B)－(E)一(F）
R3年度末

定数

欠員

状況

R3.7.1

在職者数
必要数定肖'｣見込数

（F）

級 退職見込数
（(-､）

昇格見込数
（D）

昇格見込数
(A) 再任用

フルタイム

再任用
フノレタイム

再任用以外再任用以外

月

１
１

２
－
１

［旧労（甲）］

R4年度

孫南筧豆藪て百
R3.7.2～R4．3．31

採用見込数(B) 昇格見込数
(A)+(D)

代謝等
(C) (B) (E) (F)

R3年度末
定数

欠員

状況

R3.7.1

在職者数
定削見込数
（F）

昇格見込数
（A）

退職見込数
矼引

昇格見込数
（D）

必要数級
再任用

フルタイム

再任用

フルタイム
再任用以外 再任用以外

ひ

〃

坐

色

「

１ 〉

旧労（乙） ］

R3.7.2～R4.3.31

採用見込数(B)

R4年度

採用見込数(E)R3年度末
定数

昇格見込数

（A)+(D）

代謝等

(C)-(B)-(E)-(F）

欠員

状況

R3-7.1

在職者数
昇格見込数
（A）

退職見込数
（C）

昇格見込数
（D）

定削見込数

(F)

必要数級
再任用

フルタイム

再任用
フノレタイム

再任用以外 再任用以外

'１

再任用職員（フルタイム）の任期更新時に級の変更予定がある場合は、変更前の級の「退職見込数」 、変更後の級の「採用見込数
それぞれに記入する （級の変更予定がない場合は、記入不要） 。

再任用職員の任期更新時にフルタイムから短時間へ変更予定がある場合は、 「退職見込数」に記入する｡
再任用職員の任期更新時に短時間からフルタイムへ変更予定がある場合は、 「採用見込数Jに記入する。
黄色の部分は記入不要。

(汪） ］

２
３
４



別添2－⑬
代謝見込み（退職等一覧） 【研究】

組織名府省名

⑲昇格

④＋⑨
２
入

１
匝
転

１Ｆ
Ｄ

Ｒ
出

卜
⑪
転

４

二
三

４Ｒ

四
畳

ｑ
ＪＲ
⑤

用挿沫

７

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

2～R4

⑥

転出

訓
一
⑦
’
一
秘

①

R3年度

末定数 詞:負
ｰ

現在員 礒雲
⑬

旦職等

④
｜
藷

画
睡
画

指定職

g'1所長研究職 墾
誕
認
一

垂

認

i一

センター長

’部長 認

鰯

室長 」級
級
５
４

－部
長
等
研
‐
究
昌

錘
乖主任研究員

墾

珊

認

錘

錘
燕
一
垂
認
一
諦
一
職

l､言

認

認 －ﾄー
研究員

研究補助員

韮

壁

認

1 1Ⅱ

-－
合計

班
琢 ’
3級

｜認

”

(注） 1． ｜昇格｣欄は、昇格見込数を記入する。個別協議中のものも含める(昇任を伴う昇格の場合を含む。 ）。

｢採用｣欄は､採用見込数を記入する(再任用フルタイム職員を含む｡ ）。
｢転出｣欄は､他府省等への転任、同一府省内における他の組織･職名への異動､他の俸給表への異動､人事交流による辞職､派遣･休職･休業等の見込数を記入する(再任用フルタイム職員を含む。 ）。
｢転入｣欄は､他府省等からの転任、同一府省内における他の組織･職名からの異動､他の俸給表からの異動、人事交流による採用、派遣･休職･休業から復帰等の見込数を記入する(再任用フルタイム職員を含む。 ）
｢退職等｣欄は､退職見込数(定年､早期、自己都合､任期満了等)を記入する。
任期付研究員については､具体職名のそれぞれ該当項目に（ ）吾きで記入する(外数)。
上記に記載のない職名を有する場合は､既存職名を当該職名に変更又は該当級に対応した職名欄の空欄に当該職名を追加して記入する．
黄色の部分は記入不要。

２
３
４
５
６
※
※

（



別添2－⑭

令和4年度再任用職員採用及び退職予定人員調
府省名

脂
恥一

淫

(注）1．全会計で人事管理をしている場合は、全会計のみを作成することとし、一般会計・特別会計で分けて作成する必要はない（ 「会計」欄には「全会計」 と記入する。 ） 。

2．任期更新時に級の変更があった場合は、変更前の級の「退職者数」 、変更後の級の「採用者数」それぞれに記入し、変更予定がある場合は、変更前の級の「退職予定者数」

変更後の級の「採用予定者数」それぞれに記入する（級の変更（予定）がない場合は、記入不要） 。

3．任期更新時にフルタイムから短時間に変更となった場合は、表1の「退職者数」及び表2の「採用者数」に記入し、変更予定がある場合は、表1の「退職予定者数」及び

表2の「採用予定者数」に記入する。

4．任期更新時に短時間からフルタイムに変更となった場合は、表1の「採用者数」及び表2の「退職者数」に記入し、変更予定がある場合は、表1の「採用予定者数」及び

表2の「退職予定者数」に記入する。

5．採用予定及び退職予定がない場合でも、該当する過去の期間内に採用又は退職の実績があればそれぞれ該当する項目に記入する。

会計 組織 俸給表 職務の級 職名

採用有数

R2.7.2

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.7.1

退職者数

R2.7.1

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.6.30

現在員
(R3.7.1)

採用予定者数

R3.7.2

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.7.1

R4.7.2

～R5.3.31

退職予定者数

R3.7.1

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.6.30

R4.7.1

～R5.3.31

三
［

会計 組織 俸給表 職務の級 職名

採用者数

R2.7.2

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.7.1

退職者数

R2.7.1

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.6.30

現在員
(R3.7.1)

採用予定者数

R3.7.2

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.7.1

R4.7.2

～R5.3.31

退職予定者数

R3.7.1

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.6.30

R4.7.1

～R5.3.31



別添2－⑭

令和4年度再任用職員採用及び退職予定人員調

符省名
1. フル

i員拶

咋竺呈坐筐仁自信目肖仁肖三 ヨ
(注）1．全会計で人事管理をしている場合は、全会計のみを作成することとし、一般会計・特別会計で分けて作成する必要はない（ 「会計」欄には「全会計」 と記入する） 。

2．任期更新時に級の変更があった場合は、変更前の級の「退職者数」 、変更後の級の「採用者数」それぞれに記入し、変更予定がある場合は、変更前の級の「退職予定者数」
変更後の級の「採用予定者数」それぞれに記入する（級の変更（予定）がない場合は、記入不要） 。

3．任期更新時にフルタイムから短時間に変更となった場合は、表1の「退職者数」及び表2の「採用者数」に記入し、変更予定がある場合は、表1の「退職予定者数」及び
表2の「採用予定者数」に記入する。

4．任期更新時に短時間からフルタイムに変更となった場合は、表1の「採用者数」及び表2の「退職者数」に記入し、変更予定がある場合は、表1の「採用予定者数」及び

表2の「退職予定者数」に記入する。

5．採用予定及び退職予定がない場合でも、該当する過去の期間内に採用又は退職の実績があればそれぞれ該当する項目に記入する。

ー

｝
一
・

会計 組織 俸給表 職務の級 職名

採用者数

R2.7.2

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.7.1

退職者数

R2.7.1

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.6.30

現在員

(R3.7.1)

採用予定者数

R3.7.2

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.7.1

R4.7.2

～R5.3.31

退職予定者数

R3.7.1

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.6.30

R4.7.1

～R5.3.31

全会計 ○○本省 行(一） 5級 専門職 1 1 5 1 2 1

全会計 ○○本省 行(－） 3級 係長 1 1 8 3 1 1 1

、

会計 組織 俸給表 職務の級 職名

採用者数

R2.7.2

～R3.3.31

R3.4.1

～R3.7.1

、

ユ |職者数

I
R2.7．

～R3.3 1

R3.4.1

～R3.6.30

現在員

(R3.7.1)

採用予定者＃
R3.7.2

～R4.3.31 秘
R4

～R

r

R4.7.2

～R5.3.31

退職予定者数

R3.7.1

～R4.3.31

R4.4.1

～R4.6.30

R4.7.1

～R5.3.31

全会計 ○○本省 行(一） 3級 係長 1 1 1
I

4 1 1

1

全会計 ○○本省 行(一） 4級 専門職 1 3 1

牛
F 可

R4.4.1に短時間4級から

3級に変更となる予定の場合
L 』

言用I 甑 、ﾉﾘ ‘



別添2－⑮

令和3年度再任用短時間勤務職員予算定数及び執行状況調

＜ 省＞

｢決定｣欄には､過去に決定されたものも含めて全て記載すること｡なお､3年度に決定されたものについては､「新規｣の欄に○を記載すること。

｢3年度執行状況｣欄には､左の決定欄に対応した執行状況を記載すること｡なお､執行がない場合は､斜線を引くこと。

所要額は､時間数から算出した俸給額､地域手当、期末勤勉手当の年間の合計額を記載すること。

別途所要額積算内訳を添付すること。(様式任意）

１
２
３
４

ｊ注ぐ

部 局 職名（仮称）
決定

新規 俸給表 級 決定数 時間 月数 所要額
部 局 職名（仮称） 皿

3年度執行状況

俸給表 級 執行数 時間 月数 所要額

計 0 0.00 0 計 0 0.00 0

(うち3年度決定分） 0 0.00 0 (うち3年度決定分） 0 0.00 0



別添2－⑮
○ 行(－）

行(二）

専行
税務
公(一）
公(二）

海(一）
海(二）
教(一）
教(二）
研究
医(一）
医(二）
医(三）
福祉
專スタ
速記
議譽
自衛官

1
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別添2－⑮

令和3年度再任用短時間勤務職員予算定数及び執行状況調
2年度要求で新規に決定

されたものは､○を選択
＜ 省＞

3年度執行状況
職名（仮称）

俸給表|M|執行数|時間 ｜ 月数 …

行《-' | . [ @", I _"z調査官

行《-' ' !MO' | &82'専門官

三二一ZIFRフ豚函
技龍労務職員 行(二’ , ’ ”“ ｜ '"’
‘…い綱含n I||■■■■|線を引くこと

3年度執行状況
職名（仮称）

調査官 行(一） 23．25 2．9276 I

専門官 行(－）

２

31．00 2，820I

／／／／／
技能労務職員 行(二） 31．002 2.3811

Ｌ
｜
鋪

ア決定
級 ｜決定数| | 時間 ｜ 月数 | 所要額

部 局部 局 職名（仮称）
俸~給一表
▲

(記載例)○○局総務課(記載例)○○局総務課 C調査官 行(一） 23．25 2，927I
瞳

口

(記載例)○○局人事課(記載例)○○局人事課 専門官 行(一） 31．00 2,8202 1

戸、

Lノ(記載例)○○局会計課 主任 行く一）
qョ、 ” 3，2571 31．003

(記載例)○○局会計課(記載例)○○局会計課 技能労務職員 行(二） 4．76231.002Z

’
執行されていない増合

は､斜線を引くこと

左欄の決定区分に応じて､3年度の

執行状況を記載すること

一
／ ／計 3 85.25 8．1288．128

／ ／(うち3年度決定分）(うち3年度決定分）(うち3年度決定分） 23．256，184 154－25 2,9272

｢決定｣欄には､過去に決定されたものも含めて全て記載すること｡なお、3年度に決定されたものについては、「新規｣の欄に○を記載すること。

｢3年度執行状況｣欄には､左の決定欄に対応した執行状況を記載すること｡なお､執行がない場合は、斜線を引くこと。

所要額は､時間数から算出した俸給額､地域手当、期末勤勉手当の年間の合計額を記載すること。

別途所要額積算内訳を添付すること。 （様式任意）

１
２
３
４

Ｊ注ぐ

L

＝ ＝ 5 116．25 ＝ 13．766 計
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別添2－⑯

令和4年度再任用短時間勤務職員概算要求調

省＞＜ (単位:千円）

(注)1．要求欄の所要額(B)は､時間数から算出した俸給額､地域手当、期末勤勉手当の年間の合計額を記載すること。
2.財源欄の所要額(D)は､別紙｢所要額の算出方法｣に基づいて算出した額を記載すること。
3.財源欄の所要額(E)は、当該級の再任用フルタイムの俸給月額を基に算出した俸給額､地域手当､期末勤勉手当の年間の合計に1．2倍(財源が行(二)または再任用職員の
場合は1.O倍)した額を記載すること。
4.別途所要額積算内訳を添付すること。(様式任意）

部 局 職名 （仮称）
要 求

俸給表 級 要求数 時間(A) 月数 所要額(B)
部 局

財 源

俸給表 級 要求数 時間 時間×1.2(C） 所要額(D)
所要額(E）

(フルタイム×1●2） 所要額(E)－所要額(B）

(記載例)○○局総務課 調査官

行(一）

行(一）

6

6

1

1

23.25

23.25

2,927

2,927

△△局人事課 行(一） 6 1 38.75 46.5

※配載例において

は､超過勤務手当

を算出できないた

め､各府省におい

て注2.に基づき計

算を行うこと

5,854 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

計 2 46.50 5,854 46.5 0 5,854 0



別添2－⑯

行(－）
行(二）
専行
税務
公(一）

公(二）
海(一）
海(二）
教(一）
教(二）
研究
医(一）

医(二）
医(三）

福祉
専スタ
速記
議譽
自衛官

ノ



別添2－⑰

令和4年度専門スタッフ職概算要求調

＜ 省＞

(注） 1．所要額は､別紙｢所要額の算出方法｣に基づいて算出した額を記載すること。
2.別途所要額積算内訳を添付すること。(様式任意）

部 局 職名 （仮称）
要 求

級 要求数

所要額

(千円）

振替財源

職名 所要額(千円）

(記載例)○○局総務課 × ×分析官 3 1 行(一)補佐6級△1



(別添2－⑯、⑰別紙） 所要額の算出方法

下記の（1）～（3）の合計額

(1) 職員基本給

①職員俸給……･･別表1の俸給表別単価（月額） ×人員×月数

②地域手当･･…･…（別表1の俸給表別単価（月額） ×別表2の支給割合十※管理職手当加

算額） ×対象人員×月数

※管理職手当加算額＝別表3の管理職手当単価×別表2の支給割合

（注）管理職手当加算額は、期末勤勉手当算出の基礎とはならない

(2)職員諸手当

①管理職手当………別表3の管理職手当単価（月額） ×対象人員×月数
鳴

②専門スタッフ職調整手当…．．…･要求を行う場合は、別表1の俸給表別単価（月額） ×0. l

③本府省業務調整手当…．．………･下記の俸給表別単価（月額） ×対象人員×月数

④期末勤勉手当………下記の（イ）＋（ロ）＋（ハ）の合計額

(イ） ｛別表1の俸給表別単価（月額）＋別表1の俸給表別単価（月額） ×別表2の支給割合

十専門スタッフ職調整手当（月額)｝ ×人員×支給割合（別表4を参照）

(ロ）期末勤勉手当管理職加算額

対象者は、別表1 の

行政職（一)、税務職、公安職(二）俸給表で10～7級の職員、

公安職（－）俸給表で11～8級の職員、

専門行政職俸給表で8～5級の職員、

海事職（一）俸給表で7～6級の職員、

教育職（一）俸給表で5～4級の職員へ

研究職俸給表で6～5級の職員、

医療職（一）俸給表で5～3級の職員、

医療職（二）俸給表で8～7級の職員、

医療職（三）俸給表で7～6級の職員、

福祉職俸給表で6級の職員及び

指定職の俸給表の職員

二
国

単価

(月額）

再任用以外

(再任用）

7,200円

(7,200円）

8,800円

(8,600円）

17,500円

(15,500円）

22, 100円

(16,800円）

37,400円

(27,800円）

39,200円

(30,300円）

41,800円

(34,500円）

俸
給
表

行政職（一）

専門行政職

税務職

公安職（一）

公安職（二）

研究職

速記職

1級

1級

1, 2級

1級

1級

1級

2級

1級

2級

3級

2級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

3級

4級

3級

4級

5級
e Q

4級

3級

4級

5級

5級

6級

5級

5級

6級

4級

6級

7級

6級

4級

6級

7級以上

5級以上

7級以上

8級以上

7級以上

5級以上



(A)管理職手当I種支給者(25%分）及び指定職俸給表の職員

俸給表別単価（月額） ×人員×0．25×別表4の支給割合

(B)管理職手当Ⅱ種支給者(15%分）

俸給表別単価（月額） ×人員×0. 15×別表4の支給割合

(c)管理職手当Ⅲ種支給者(10%分）

俸給表別単価（月額） ×人員×0. 10×別表4の支給害'l合

(ハ）役職段階別加算分

｛別表1の俸給表別単価（月額）＋これに対する地域手当（月額）＋専門スタッフ職

調整手当（月額)｝ ×人員×加算割合×別表4の支給割合

(3)超過勤務手当………下記算出単価×令和3年度予算積算時の時間数×42／44×40／42

×38．75／40×対象人員×月数 ．

(超勤単価算出方法）

対象人員の俸給年額

の合計額

対象人員の俸給年額に対する地域手当

及び研究員調整手当年額の合計額十

× 1．25

38．75時間×52週×対象人員

＝1人1時間当り単価

(注）小数点第3位を四捨五入して、円単位(小数点第2位まで算出)とする。



別添2－⑯､⑰

（別表1）

(再任用短時間勤務職員用）

職員俸給級別単価表

単位:円

級 客 , 行醒【（ U■■■■■■ ） 行政（
1■■■■■

q■■■■■■ ） 専行
■
■
ｊ
守

『
引
口

’ 。

E ; 努 公安（ 一 ） 公安（
q■■■■■

■■■■■■■ ）
今
毎
〃
グ

L■

田琴
■
■ （ ■■■■■■■ ）

◆
等
が
び

｜
匡
二
一
‐

」
丑 ヨ（

■■■■■

ー ）

1級

月額

年額

196,900

2,362,800

203,500

2,442,000

225,800

2,709,600

220,600

2,647,200

257,000

3,084,000

220,600

2,647,200

216,900

2,602,800

205,800

2,469,600

2級

月額

年額

244,100

2,929,200

259,100

3,109,200

298,100

3,577,200

261,800

3,141,600

339,800

4,077,600

269,500

3,234,000

280,100

3,361,200

275,300

3,303,600

3級

月額

年額

330,100

3,961,200

300,100

3,601,200

383,100

4,597,200

311,200

3,734,400

373,900

4,486,800

360,300

4,323,600

356,100

4,273,200

323,100

3,877,200

4級

月額

年額

373,400

4,480,800

318,700

3,824,400

406,700

4,880,400

390,600

4,687,200

385,300

4,623,600

408,700

4,904,400

416,800

5,001,600

337,900

4,054,800

5級

月額

年額

390,300

4,683,600

334,600

4,015,200

443,600

5,323,200

423,200

5,078,400

405,200

4,862,400

423,000

5,076,000

446,700

5,360,400

352,700

4,232,400

6級

月額

年額

406,400

4,876,800

468,600

5,623,200

440,200

5,282,400

423,800

5,085,600

436,100

5,233,200

484,700

5,816,400

372,200

4,466,400

ﾌ級

月額

年額

435,300

5,223,600

514,200

6,170,400

454,400

5,452,800

434,000

5,208,000

452,700

5,432,400

501,200

6,014,400

8級

月額

年額

466,000

5,592,000

550,700

6,608,400

471,300

5,655,600

452,900

5,434,800

476,200

5,714,400

9級

月額

年額

519,600

6,235,200

504,600

6,055,200

472,900

5,674,800

510,100

6,121,200

10級

月額

年額

559,500

6,714,000

521,700

6,260,400

510,100

6,121,200

533,900

6,406,800

11級

月額

年額

555,800

6,669,600
■
。
１
口
■
■
９
０

旨宗職

寺別職

月額

年額

給与共済課に

協議すること



別添2－⑯､⑰

(別表1）

(再任用短時間勤務職員用）

単位:円

職員俸給級別単価表

級 額 教育（ ■■■■■■ ） 菫 く奉閂！
■■■■■

q■■■■■■ ）
I

イ軒 穿
■
ｐ
Ｊ 至珊昂（ ■■■■■■■ ） 臺卿鳧（二） 臺療（三）

■
４
９

P
■■■

。

王 祉 専 ﾖ弓スタッフ

1級

月額

年額

357,000

4,284,000

216,400

2,596,800

187,200

2,246,400

391,600

4,699,200

238,000

2,856,000

302,900

3,634,800

251,000

3,012,000

409,200

4,910,400

2級

月讓

年蓋

416,900

5,002,800

416,100

4,993,200

300,700

3,608,400

479,000

5,748,000

278,700

3,344,400

317,000

3,804,000

306,700

3,680,400

476,300

5,715,600

3級

月 篭

年噌

■
凸
■
■
■
岡
■
■
■
・
■
閃

453,400

5,440,800

427,500

5,130,000

380,700

4,568,400

532,400

6,388,800

325,600

3,907,200

350,500

4,206,000

332,900

3,994,800

539,000

6,468,000

4級

月額

年額

527,400

6,328,800

435,400

5,224,800

568,000

6,816,000

349,300

4,191,600

369,800

4,437,600

387,100

4,645,200

615,700

7,388,400

5級

月額

年額

566,200

6,794,400

515,800

6,189,600

599,400

7,192,800

372,000

4,464,000

386,600

4,639,200

405,300

4,863,600

6級

月額

年額

550,800

6,609,600

399,400

4,792,800

410,500

4,926,000

426,100

5,113,200

7級

月額

年額

391,600

4,699,200

410,100

4,921,200

8級

月額

年額

437,200

5,246,400

9級

月額

年額

10級

月額

年額

11級

月額

年額
■
一
■
１
口
■
■
■
■

旨定職

寺別職

月額

年額



別添2－⑯､⑰

(別表1）

(専門スタッフ職用）

単位:円

職員俸給級別単価表

ｊ
剣
ｄ
■
Ｕ 汲 額 行政（ ■■■■■■■ ） 行政（

I■■■■■

■■■■■■■ ） 専行
■
■
ｊ
■
Ｕ

p，〃

兄
■
ｑ
■
ｊ
〃
ダ

Ｍ
贈
回

Ｅ
３ 公安（ 1■■■■■■ ） 公安（

ロ■■■■■

■■■■■■■ ）
§
例

世

昭
｡■■■

匡
1■■■

Iー
1■■■ ヨ（ ■l■■■■■ ） 海喜

目
・
・
・

■
■ （

■■■■■■

■■■■■■■■ ）

1級

月額

年額

187,200

2,246,400

181,300

2,175,600

215,900

2,590,800

214,100

2,569,200

246,900

2,962,800

212,300

2,547,600

206,600

2,479,200

200,100

2,401,200

2級

月額

年額

228,100

2,737,200

251,100

3,013,200

281,200

3,374,400

253,800

3,045,600

306,600

3,679,200

257,800

3,093,600

265,400

3,184,800

256,700

3,080,400

3級

月額

年額

305,500

3,666,000

295,200

3,542,400

371,400

4,456,800

299,200

3,590,400

366,900

4,402,800

334,800

4,017,600

344,300

4,131,600

319,600

3,835,200

4級

月額

年額

365,200

4,382,400

316,000

3,792,000

402,900

4,834,800

362,200

4,346,400

369,900

4,438,800

402,500

4,830,000

413,900

4,966,800

335,800

4,029,600

5級

月 客

年客

司
目
b､

387,400

4,648,800

334,600

4,015,200

439,000

5,268,000

420,000

5,040,000

396,300

4,755,600

420,300

5,043,600

444,600

5,335,200

351,900

4,222,800

6級

月額

年額

402,900

4,834,800

466,600

5,599,200

437,700

5,252,400

420,600

5,047,200

433,400

5,200,800

475,700

5,708,400

370,200

4,442,400

ﾌ級

月額

年額

429,900

5,158,800

506,100

6,073,200

452,900

5,434,800

433,700

5,204,400

450,300

5,403,600

501,200

6,014,400

8級

月額

年額

461,500

5,538,000

550,700

6,608,400

470,500

5,646,000

451,600

5,419,200

472,000

5,664,000

9級

月額

年額

510,100

6,121,200

503,200

6,038,400

471,300

5,655,600

507,500

6,090,000

10級

月額

年額

554,500

6,654,000

521,700

6,260,400

506,100

6,073,200

527,700

6,332,400

11級

月額

年額

550,700

6,608,400

指定職

特別職

月額

年額

給与共済課に

協議すること



別添2－⑯､⑰

（別表1）
(専門スタッフ職用）

単位:円

職員俸給級別単価表

級 額 教育（ q■■■■■■ ） 教育（二）
1

4研究 実
一

１
．
４

■
●
●
■
洞
Ｉ
ゴ
ワ馬（

■■■■■■■ ） 実； 〕晃（
■I■■■■

Q■■■■■■ ） 要■■l■■■■
一
口
Ｕ
Ｊ
４

■
■
Ｑ
口
１
Ｊ
タ昆（三）

■
“
０

P 祉冒
ヨ 専

ﾖE スタッフ

1級

月 客

年客

３
３

342,000

4,104,000

216,400

2,596,800

159,000

1,908,000

376,200

4,514,400

225,600

2,707,200

293,700

3,524,400

238,100

2,857,200

408,200

4,898,400

2級

月 客

年客

司
司

406,100

4,873,200

406,400

4,876,800

282,300

3,387,600

475,800

5,709,600

257,200

3,086,400

293,500

3,522,000

290,800

3,489,600

459,100

5,509,200

3級

月 客

年客

司
司

444,900

5,338,800

427,500

5,130,000

363,300

4,359,600

522,100

6,265,200

314,100

3,769,200

342,800

4,113,600

326,100

3,913,200

527,200

6,326,400

4級

月 客

年客

３
３

551,400

6,616,800

419,400

5,032,800

561,000

6,732,000

344,800

4,137,600

365,600

4,387,200

370,000

4,440,000

615,700

7,388,400

5級

月 客

年客
３
３

566,200

6,794,400

501,700

6,020,400

594,100

7,129,200

368,100

4,417,200

384,500

4,614,000

403,200

4,838,400

6級

月 客

年客

３
３

550,800

6,609,600

395,800

4,749,600

407,700

4,892,400

426,100

5,113,200

ﾌ級

月 客

年客

司
司

391,600

4,699,200

408,100

4,897,200

S級

月 客

年客

３
３

437,200

5,246,400

9級

月 客

年客

訂
§

10級

月 客

年客

司
罰

11級

月 客

年客

司
司

指定職

特別職

月額

年額



別添2－⑯､⑰
(別表2）

令和3年度の地域手当の級地別支給割合及び支給地域

＜参考＞

大規模空港の割合 医師及び歯科医師の特例

特別移転官署の特例(R3.4.1現在）

※再任用職員及び再任用短時間勤務職員には､医師及び歯科医師の特例､特別移転官署の特例及び
異動保障の各規定は適用されない。

級地
区分

支給
割合

支給地域

1級地 20% 東京都特別区

2級地 16％
取手市つくば市和光市袖ヶ浦市印西市武蔵野市調布市町田市小平市日野市国分寺市狛江市

清瀬市多摩市横浜市川崎市厚木市刈谷市豊田市大阪市守口市

3級地 15％
守谷市･さいたま市志木市千葉市成田市八王子市青梅市府中市昭島市東村山市国立市福生市

稲城市西東京市鎌倉市名古屋市豊明市池田市高槻市大東市門真市西宮市芦屋市宝塚市

4級地 12％
牛久市東松山市朝霞市船橋市浦安市立川市東大和市相模原市藤沢市鈴鹿市京田辺市豊中市

吹田市寝屋川市箕面市羽曳野市神戸市天理市

5級地 10％

多賀城市水戸市日立市土浦市龍ケ崎市坂戸市市川市松戸市佐倉市市原市富津市三鷹市

あきる野市横須賀市平塚市小田原市茅ケ崎市大和市西尾市知多市みよし市四日市市大津市草津市

栗東市京都市堺市枚方市茨木市八尾市柏原市東大阪市交野市尼崎市伊丹市川西市

三田市奈良市大和郡山市広島市福岡市春日市福津市

6級地 6％

仙台市古河市 ひたちなか市 神栖市宇都宮市大田原市下野市高崎市川越市川ロ市行田市所沢市

飯能市加須市春日部市羽生市鴻巣市深谷市上尾市草加市越谷市戸田市入間市久喜市

三郷市幸手市滑川町鳩山町杉戸町野田市茂原市東金市柏市流山市酒々井町栄町

東久留米市三浦市葉山町二宮町甲府市塩尻市岐阜市静岡市沼津市磐田市御殿場市岡崎市

瀬戸市春日井市豊川市津島市碧南市安城市犬山市江南市田原市弥富市豊山町津市

桑名市亀山市彦根市守山市甲賀市宇治市亀岡市向日市木津川市岸和田市泉大津市泉佐野市

富田林市河内長野市和泉市藤井寺市泉南市阪南市熊取町田尻町岬町太子町明石市赤穂市

大和高田市橿原市香芝市王寺町和歌山市橋本市高松市太宰府市糸島市新宮町粕屋町

7級地 3％

札幌市名取市笠間市鹿嶋市筑西市栃木市鹿沼市小山市真岡市前橋市太田市渋川市

熊谷市木更津市君津市八街市武蔵村山市新潟市富山市金沢市内灘町福井市南ｱﾙｽ市長野市

松本市諏訪市伊那市大垣市多治見市美濃加茂市各務原市可児市浜松市三島市富士宮市富士市

焼津市掛川市藤枝市袋井市豊橋市一宮市半田市常滑市小牧市飛島村名張市伊賀市

長浜市東近江市姫路市加古川市三木市桜井市宇陀市岡山市三原市東広島市廿日市市海田町

坂町周南市徳島市鳴門市阿南市坂出市北九州市筑紫野市宇美町長崎市

支給割合 空港の区域

16％ 成田国際空港

12％ 中部国際空港関西国際空港

官署名 支給割合

消費者庁新未来創造戦略本部 14％

総務省統計局統計データ利活用センター 14％

文化庁地域文化創生本部 12％



4撒土Inの干后 ソ】【

地域も含む』経過措置）

寒冷地の
区分

世帯主の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

(単身赴任手当を支給される職員

で寒冷地に居住する扶養親族のな
いもの等を除く）

その他の世帯主である職員
その他の職員

1級地 26,380円 14,580円 10,340円

2級地 23,360円 13,060円 8,800円

3級地 22,540円 12,860円 8,600円

4級地※ 17,800円 10,200円 7,360円



別添2－⑯、⑰
(別表3-1）

管理職手当単価表(新規増(減)員分･振替増(減)員分･定員肖l1減分）

俸給表 職務の級 区分
手当額(円）

(月額）

公(一）

11

10

9

8

7

6

5

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ
》
Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

139,300

130,300

104,200

119，100

95,700

83,800

90,900

79,500

68，100

78,200

、 67，100

55,900

64,600

53,800

61,000

50,800

公(二）

10

9

8

PG争巽与与号Pm8DpC白心eqOqqgg■■600c甲●｡早■、Q●DDB■q

7

6

5

4

I

I

Ⅱ

I

》
一
ｍ
岬

Ⅱ
唖
Ⅲ
》
Ⅱ

皿
皿
》
》

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

139,300

130,300

104,200

119，100

”
恥
的
曲
伽
四

０
恥
０
叩
０

０
》
０
》
０

７
趣
８
吋
９

９
ｍ
，
帥
９

５
吋
３
》
０

９
唖
８
岬
９

軸
旧
師
血
曲
“
、
騨
釦
”
》
恥
叩
四

79,500

68,100

78,200

67,100

55,900

64,600

53,800

61,000

50,800

海(－）

7

6

5

4

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

130,100

106,200

123,100

99,400

87,000

81,100

69,500

74,900

64,200

俸給表 職務の級 区分
手当額(円）
(月額）

教(一）

5
4

4

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

142,600

106,900

93,500

80,200

教(二）
3

2

Ⅳ

Ⅳ

66,300

64,100

研究

6

5

4

3

I

I

》咽

Ⅱ
伽
Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

139,700

129,300

103,400
00自白■■白歯“●■0■白■自白UeQQQQQOD自白●白UGQgOe4●”●…“I

90,500

77,600

78,400

67,200

60,900

医(一）

5

4

3

2

I

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

V

146,400

137,700

110，100

96,400

82,600

102,800

89,900

77,100

71,600

59,700

医(二）

8

7

6

5

ー凸｡▲

Ⅱ
一
Ⅲ

凸凸一●■勢

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

一
一
伽
叫

帥
》
㈹
》
叩

８
岬
７
》
７

６
》
４
釦
６

９
》
８
》
７

ｍ
、
》
一
的
的
和
函

72,700

68,700

58,900

医(三）

7

6

5

4

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

88,300

75,800

69,100

59,200

53,700

福祉

6

5

4

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

77,400

72，700

62,300

59,500

俸給表 職務の級 区分
手当額(円）

(月額）

行(一）

10

9

8

7

6

5

4

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

139,300

130,300

104,200

117，100

94,000

82,200

88,500

77,400

66,400

72,700

62,300

51,900

59,500

49,600

55,500

46,300

専行

8

7

6

5

4

3

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

V

139,300

130,300

104,200

117，100

94,000

82,200

88,500

77,400

66,400

72,700

62,300

51,900

49,100

税務

10

9

8

7

6

5

4

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

《
》
錘
》

Ⅲ
》
Ⅳ
》
Ｖ

一
一

Ⅳ

V

Ⅳ

V

139,300

130,300

104,200

119，100

95,700

83,800

90,900

79,500

68,100

78,200
09“B8姉■■■■4…“O●●■Dp0”DD8beeBB■…●4■qDg｡dq

67，100
~争Ceｰ■●■■■一■p■p■■pゆ‐･ー■■b■■■…－－p■｡｡？“

55,900

64,600

53,800

61,000

50,800



別添2－⑯、⑰
(別表3-2）

管理職手当単価表(再任用職員）

俸給表 職務の級 区分
手当額(円）
(月額）

公(－）

11

10

9

8

7

6

5

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

133,600

115,600

92,500

104,800

83,800

73,400

77,300

67,600

57,900

61,200

52,500

43,700

48,800

40,700

46,600

38,800

公(二）

10

9

8

960“qqfeﾛ和ﾛIBB■■BmBqe■Bgd““…

7

6

5

4

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ
》
Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

133,600

115,600

92,500

104,800

83,800

73,400
凸凹■幻88■896台●●■■｡g●DggO■■●■●0■■■DDODeOB0DpgB0g■I

77,300

67,600

57,900

61,200

52,500

43,700

48,800

40,700

46,600

38,800

海(一）

7

6

5

4

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

118,700

94,900

101,100

80,900

70,800

62,400

53,400

57,100

49,000

俸給表 職務の級 区分
手当額(円）
(月額）

教(－）

5

4

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

136,900

81,800

600

61,400

教(二）
3

2

Ⅳ

Ⅳ

47,600

44,800

研究

6

5

4

3

I

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

134,000

98,300

78,700

68,800

59,000

58,300

49,900

43,300

医(一）

5

4

3

2

I

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

V

140,900

115,900

92,700

81,100

69,600

78,100

68,400

58,600

50,400

42,000

医(二）

8

7

6

5

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

87,300

76,400

65,300

57,600

50,300

43,100

医(三）

7

6

5

4

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

75,800

58,200

51,500

44,200

41,600

福祉

6

5

4

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

63,800

56,200

48,200

44,100

俸給表 職務の級 区分
手当額(円）
(月額）

行(一）

10

9

8

7

6

5

4

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

133,600

112,900

90,300

99,800

79,800

69,800

72,900

63,800

54,700

56,200

48,200

40,100

44,300

36,900

41,900

34,900

専行

8

7

6

5

4

3

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

V

133,600

112,900

90,300

99,800

79,800

69,800

72,900

63,800

54,700

56,200

48,200

40,200

36,100

税務

10

9

8

7

6

5

4

I

I

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅳ

V

Ⅳ

V

133,600

115,600

92,500

104,800

83,800

73,400

77,300

67q600

57,900

61;200

52,500

43,700

48,800

40,700

46,600

38,800



別添2－⑯、⑰

(別表4－1）

期末勤勉手当支給割合

一般職員（再任用職員以外）

管理職手当I種及びⅡ種支給者（再任用職員以外）

指定職職員（再任用職員以外）

区 分 6 月 12 月 計

期末手当

勤勉手当

計

275

950

225

●
●
●
。

１
０
２

1． 275

0． 950

2． 225

2． 550

1． 900

4． 450

区 分 6 月 12 月 計

期末手当

勤勉手当

計

1． 075

1． 150

2． 225

1． 075

1． 150

2． 225

2． 150

2． 300

4． 450

区 分 6 月 12 月 計

期末手当

勤勉手当

計

0． 675

1． 000

1． 675

0． 675

1． 000

1． 675

1． 350

2． 000

3． 350



別添2－⑯、⑰

(別表4－2）

期末勤勉手当支給割合

一般職員（再任用職員）

管理職手当I種及びⅡ種支給者（再任用職員）

指定職職員（再任用職員）

区 分 6 月 12 月 計

期末手当

勤勉手当

計

0． 725

0. 450

1． 175

0． 725

0． 450

1． 175

1． 450

0． 900

2． 350

区 分 6 月 12 月 計

期末手当

勤勉手当

計

0． 625

0． 550

1． 175

0． 625

0． 550

1． 175

1． 250

1． 100

2． 350

区 分 6 月 12 月 計

期末手当

勤勉手当

計

0． 350

0． 525

0． 875

0． 350

0． 525

0． 875

0． 700

1． 050

1． 750


